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 このマニュアルは、平成 13 年８月に策定した「東京都における社会貢

献活動団体との協働～協働の推進指針～」を受けて、事業実施部署が実際

に協働を行う際の参考となるように、社会貢献活動団体に関する基本的な

説明や協働を進める手順等を示したものです。 

 

 各局・室・庁においては、都民サービスの一層の充実を図るための手段

として、「協働の推進指針」及び「協働マニュアル」を参考にして、各事

業における協働手法の導入を積極的に検討してください。 

 

 なお、このマニュアルも、「協働の推進指針」と同様、協働を推進する

中で生じる課題や社会環境の変化を踏まえ、必要に応じ、内容の見直しを

行います。 

 

 平成14年３月 

                           生活文化局 
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第１章 社会貢献活動団体との協働とは 
 

１ 社会貢献活動の活発化の背景 
 

（人びとの社会参加意欲の高まり） 

 社会の成熟化に伴い、「物質的豊かさ」から、生きがいや自己実現などの「心

の豊かさ」志向へと人びとの意識が変化し、余暇時間も増大しました。その

ため、高齢者をはじめとする多くの都民が自らの意欲や能力を社会で活かし

たいと、社会貢献活動を行うようになりました。 

 

（行政・企業活動等の限界と市民セクターの発展） 

 人びとの生活構造や価値観の多様化、少子・高齢社会への移行など社会が

大きく変化し一層複雑化する中で、都民ニーズは多様化しています。行政だ

けでこうしたニーズの全てに対応することは、行政の肥大化に繋がり、また

財政・組織など行政の持つ制約から現実的にも困難です。 

 そのような中、「行政セクター」「企業セクター」に並ぶ「市民セクター（第

３のセクター）」として、自主的な参加・活動を基本とするボランティアや

ＮＰＯによる社会貢献活動の役割や重要性が認識されはじめました。 

 

（阪神・淡路大震災におけるボランティア・ＮＰＯの活躍） 

 1995 年の阪神・淡路大震災におけるボランティアやＮＰＯの目覚ましい活

躍は、人びとのこれらに対する関心を高め、社会貢献活動を始める契機とも

なりました。 

 

（「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」の成立） 

 平成 10 年 12 月には「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」が施行され、任

意団体であったＮＰＯも法人格を取得できるようになり、サービス提供主体

として特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の活躍の場も広がってきています。 

 

（求められる行政と社会貢献活動団体との協働） 

 こうした社会変化の中、行政にも、より都民ニーズに沿うために、社会貢

献活動の専門性や柔軟性、機敏性などの特性を活かすことができるサービス

において、社会貢献活動団体と協働することが求められています。 
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２ 協働とは 

 社会貢献活動団体と行政との協働は、「相互の立場や特性を認め、共通す

る課題の解決や社会的目的の実現に向け、サービスを提供するなどの協力

関係」をいいます。 

 

（協働事業の例） 

・ＮＰＯ法人と協定を結び都立公園の花壇管理を行う。 

・ＮＰＯと実行委員会を組織しイベントを実施する。 

・ＮＰＯ法人に委託してエイズ電話相談事業を行う。 

 

 

 

３ なぜ協働するのか 

 

(1) 協働によって多様な都民ニーズへの対応が可能となります 

 都民の多様化するニーズには、法律や予算に基づいて公平・均一的な

サービスの提供を中心として行う行政や利益追求を目的とする企業だけ

では、十分な対応が難しくなってきています。 

 一方、公益・非営利の分野で、自主的・自発的な社会貢献活動が活発

になっています。 

 こうした社会の変化の中、都民に直接的な関わりがある行政サービス

において、社会貢献活動団体と協働し、その専門性や柔軟性、機敏性な

どの特性を活かすことで、より利用者のニーズに沿ったサービスの提供

が可能になります。 

 

(2) 協働は行政の体質改善につながります 

 現在のサービス内容や手法などを検討することにより、社会貢献活動

団体と協働する方が都民ニーズにより合致することが明らかになる場合

があります。 

 また、協働する際には、社会貢献活動団体の考え方や活動にも直接触

れ、社会貢献活動団体と行政の仕事の進め方の違いなどがわかります。 

 このようなことから、事業のあり方や職員の意識などに関し、協働は、

行政の体質改善につながる契機となります。 
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４ 協働によって期待される効果 

 

（行政にとっての効果） 

①社会貢献活動団体の特性を活かすことにより、多様化するニーズに対

応できる。 

②異なる発想・行動原理を持つ組織との協働によって、行政体質の改善

の契機となる。 

③事業の見直しなどにより、行政の効率化が図られる。 

 

 

（社会貢献活動団体にとっての効果） 

①自らの特性を活かしながら、理念や使命をより効果的に実現すること

ができる。 

②会計処理や事業報告などを適切に行う必要が生まれ、責任ある体制で

サービスが提供できるようになる。 

③協働領域の広がりによって、新たな活動の場が広がる。 

 

 

（都民にとっての効果） 

①きめ細かで柔軟なサービスを受けられるようになる。 

②行政への関心が高まり、都政が都民に身近になる。 

③多様なキャリアを持つ都民の活躍の場や新しい雇用の機会が拡大する。 

 

 

☆行政、企業、ＮＰＯのサービスの特徴 

・行政：平等性・公平性・継続性・安定性などの特性があります。

多 く の 人 々 に 長 期 間 に わ た っ て 同 様 な サ ー ビ ス を 提 供 で き

ますが、多様な都民ニーズに個別的に対応することは困難で

す。 

・企業：自発性・機敏性・先駆性などの特性を持ち、消費者の多様

なニーズに対応することができますが、利益の確保が活動の

基本であることから、ニーズがあっても採算の取れないサー

ビスの提供は困難です。 

・社会貢献活動団体：自発性・先駆性・多様性・専門性・機敏性・

地域性・個別性などの特性があり、多様な住民ニーズに、柔

軟かつ迅速に対応することが可能です。しかし、継続性や安

定性に欠ける部分があります。 
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５ 「東京都における社会貢献活動団体との協働～協働の推進指針～」 

東京都では、全庁的に協働を進めるため、平成 13 年８月に「東京都におけ

る社会貢献活動団体との協働～協働の推進指針～」を策定しました。 

指針では、協働を、事業を行う手法の一つとして位置づけ、協働事業の検

討・実施・評価それぞれの場面で可能なところから進めるなど、事業の実態

に即して弾力的に取り組むことが必要としています。 

 

「協働の推進指針」の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針２ 
効率的で効 果的な協働
形態の選択  

事業実施局 
・効率的で効果的な協働となるよう、適切な協働の形態を選択し
ます。 

生活文化局 
・協働マニュアルを作成するとともに、協働の新しい形態や他の
自治体での協働の事例などの情報を提供します。 

指針３ 
事業に最も 適した協働
相手の選定  

事業実施局 
・社会貢献活動団体の活動内容・実績、事業遂行能力、財政状況
等を検討し、事業目的に最も適する協働相手を選定します。 

生活文化局 
・適切な協働相手が選定できるよう、社会貢献活動団体に関する
情報の収集・提供を進めます。 

 

指針４ 
協働事業実 施後の評価
とフィードバック  

事業実施局 
・協働事業実施後、社会貢献活動団体の特性を活かせたかなどの
評価を行い、意見交換をします。 

・評価結果のフィードバックを行います。 
生活文化局 

・事業実施局が評価しやすいよう、協働事業評価チェックシート
を作成します。 

 

事業実施局 
・各局は、総合窓口と連携・協力しながら、協働事業を推進して
いきます。 

生活文化局 
・協働事業や社会貢献活動団体の情報の一元化、情報公開、各局
との調整のため、総合窓口を設置します。 

指針６ 
協働に関する職員の 
理解促進  

事業実施局 
・各局は、総合窓口と連携して、社会貢献活動団体や協働に関 
する職員の理解を深めます。 

生活文化局 
・職員の理解を深めるため、公開講座の実施や職員のボランテ 
ィア活動の推進などを行います。 

指針１ 
協 働 に ふ さ わ し い 事 業
の 検 討 や 既 存 事 業 の 見
直しにおける協働 

事業実施局 
・新たな協働事業の検討や、既存事業の協働化に向けての検討に
おいて、協働の手法を取り入れます。 

生活文化局 
・社会貢献活動団体に関する情報の収集・提供を行います。 

指針５ 
情報の公開 と協働推進
体制の整備  

協働事業の検討 

協働事業の実施 

協働事業の評価 

協働を進めるための体制・環境づくり 
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☆ＮＰＯから寄せられた意見（「市民活動団体の協働に関する意識調査」結果） 

生活文化局では、平成 13 年 10 月にＮＰＯ法人及び任意団体を対象にし

て、「市民活動団体の 協働に関す る意識調査 」を実施し ました。Ｎ ＰＯ側か

ら見た主な協働のメリット・デメリット・課題は、調査結果によると下記の

ようになっています。 

 

〔協働のメリット〕 
○社会的信用が増す。 
○財政的な支援が得やすくなる。 
○財政的に安定する。 
○行政情報が入手しやすくなる。情報が共有化できる。 
○広報・宣伝がしやすくなる。 
○広く一般に認知される。 
○活動の範囲が広がる。 
○公共施設が利用しやすくなる。 
○同種の活動を行う団体との交流が図られる。 
○行政に団体の活動を理解してもらえる。 
 

〔協働のデメリット〕 
○活動が制約される。 
○手続きが煩雑で事務量が増える。作成書類が多い。 
○時間の拘束が多くなる。 
○行政との折衝に時間がかかる。 
○決定に時間がかかる。 
○予算が少ない。 
○市民や団体から、行政寄りとみられがち。 
○行政への要望・提言がにぶる。 
○団体の自主性が乏しくなる。 
 

〔協働の課題〕 
○共通の目的の設定。 
○行政の認識・理解の不足。 
○情報公開。 
○情報の共有化。 
○政策立案の段階からの協働。 
○ＮＰＯに対する行政の理解の促進。 
○協働のあり方、支援方法の明確化。 
○行政の積極的な対応。 
○活動資金の確保。 
○団体のレベルアップ。 
○行政とＮＰＯの役割の明確化。 
○活動の場所の不足。 
○行政の担当者が変わる場合の十分な引継ぎ。 
○団体の実績に対する正しい評価。 
○協働に応えていける人材の確保。 
○対等な立場の確立。 
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第２章 社会貢献活動に関する基礎知識 
 

１ 社会貢献活動 

①「社会貢献活動団体」とは 

 社会貢献活動とは、「営利を目的とせず、公益の増進に寄与することを

目的として、市民が主体的に取り組む活動」を指します。 

 社会貢献活動団体は、「社会貢献活動を継続的に行う民間非営利団体」

のことであり、宗教活動や政治活動を主な目的とする団体、特定の個人

や団体の利益を目的とする団体は含まれません（「協働の推進指針」より）。 

 

②「ＮＰＯ」とは 

 ＮＰＯ（Nonprofit Organization）とは、民間の非営利組織のことで、

福祉や環境、国際協力、人権問題などの社会的な課題に、市民が主体的

に取り組んでいる組織を指します。 

 ＮＰＯに含まれる団体の範囲については、狭義から広義まであり、国

内でも海外でも使われ方は統一されていません。平成 12 年版国民生活白

書（経済企画庁編）では、下図のような範囲が示されています。 

 このマニュアルにおける社会貢献活動団体は、下図の①特定非営利活

動法人（ＮＰＯ法人）と②市民活動団体・ボランティア団体を指します。 

 

 

ＮＰＯに含まれる団体の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
） 

市
民
活
動
団
体 

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体 

 

医
療
法
人 

 

宗
教
法
人 

 

学
校
法
人 

 

社
会
福
祉
法
人 

 

財
団
法
人 

 

社
団
法
人 

協
同
組
合
等 

 

中
間
法
人 

 

経
済
団
体 

 

労
働
団
体 

町
内
会
・
自
治
会

① ② ③ ④ 

最広義 

最狭義

・国民生活白書での範囲 
・このマニュアルで想定している 
  社会貢献活動団体の範囲 

アメリカで一般的に 
使われている範囲 

公益団体 共益団体 

※まれに地縁組織である町内会や自治会をＮＰＯに含めるときがある。

参考：平成 12 年版国民生活白書（経済企画庁編）
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◆「非営利」の意味 ◆ 

 「非営利」とは、「無償」で事業活動を行うことではなく、利益（剰

余金）を団体の構成員に分配しないことを意味しています。 

 したがって、民間の非営利組織が有償でサービスを提供したり、金

銭のやりとりを伴う事業を行ったり、有給のスタッフを擁したりする

ことは一般的です（コラム９ページ参照）。 

 

 

③「ＮＧＯ」とは 

 ＮＧＯ（Non-Governmental Organization）とは、非政府組織のことを

指し、一般的にはＮＰＯとほぼ同じ意味ですが、特に、国際協力など地

球規模の問題に取り組む組織を指す場合に使われることが多いようです。 

 

☆ＮＰＯの多様性 

 ＮＰＯの活動分野、財政・組織の規模、活動実績、事業遂行能力な

どは様々で、その実態の把握は簡単ではありません。 

 例えば、ＮＰＯ法上、活動分野は 12 に分けられていますが、その

事 業 内 容 を 見 る と 様 々 な 活 動 が あ り ま す （「 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 の 活 動 事 例」

56 ページ参照）。 

 これらの多様性に加え、団体の中には、行政と一定の距離を置いて

活動するものや必要以上に行政との関係を望むものなどもあり、全て

の社会貢献活動団体が協働の相手になりうるわけではありません。 

 

平成 13 年度に行った都の調査（都内に事務所を持つＮＰＯを対象

に実施）によると、財政規模の小さな団体が多く、ＮＰＯ法人の半数

は「1,000 万円未満」、任意団体の半数が「100 万円未満」となって

います。また、ＮＰＯ法人でもほぼ半数は常勤の有給職員がいない状

況です。 

協働を行う場合には、ＮＰＯの活動目的や団体の運営状況などの多

様性をよく理解することが不可欠です。 

ＮＰＯが特に力を入れている活動分野
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◆「ボランティア」と「ＮＰＯ」の違いを知る◆ 

 

☆ボランティア＝個人、ＮＰＯ＝団体 

 社 会 貢 献 活 動 の 担 い 手 と し て 、 ボ ラ ン テ ィ ア や Ｎ Ｐ Ｏ が あ り ま す 。 ボ ラ ン テ

ィ ア は 社 会 貢 献 活 動 を 行 う 個 人 の こ と で あ り 、 Ｎ Ｐ Ｏ は 継 続 的 に 社 会 貢 献 活 動

を行う団体のことを指します。  

 Ｎ Ｐ Ｏ の 場 合 、 そ の 運 営 や 活 動 に 、 必 ず し も ボ ラ ン テ ィ ア が 参 加 し て い る 必

要はありません。  

 ま た 、 こ れ ま で 、 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 を 含 む Ｎ Ｐ Ｏ は 、 任 意 団 体 が ほ と ん ど で

し た が 、 Ｎ Ｐ Ｏ 法 の 施 行 に よ っ て 、 新 た に Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 が 社 会 貢 献 活 動 の 担 い 手

として登場しました。  

 

☆組織化の流れ 

 ボ ラ ン テ ィ ア と は 個 人 の こ と を 指 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア が 集 ま っ て ボ ラ ン ティア

グ ル ー プ が で き ま す 。 グ ル ー プ が 組 織 化 さ れ る こ と に よ っ て 、 ボ ラ ン テ ィア団

体と扱われることが多いようです。  

 代 表 者 が い る 、 規 則 が あ る 、 事 務 局 が あ る な ど 、 組 織 と し て の 継 続 性 を有し

て い る か ど う か で 、 ボ ラ ン テ ィ ア グ ル ー プ と ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 を 分 け る 場合が

あります。  

 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 は 、 Ｎ Ｐ Ｏ に 含 ま れ ま す が 、 そ の 運 営 や 活 動 を ボ ラ ンティ

アのみが担っている団体を指すのが一般的です。  

 

 

組織化の一般的な過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ＮＰＯ実践講座－いかに組織を立ち上げるか」（編著：日本ＮＰＯセンター

山岡義典、発行：ぎょうせい） 

 

Mission 
（社 会的 使 命）

Passion 
（人 間的 情 熱） 

 
Ｐ 

 
（個 人=NPP）  

 
Ｇ 

 
（ｸﾞﾙｰﾌﾟ=NPG）

 
O 
 

（団 体=NPO）

 
Ｃ 

 
（法 人=NPC）  

動機→発意→呼びかけ→参加 →責任ある参加 →制度的保証 

（参加者の役割の分化）

Nonprofit Person Nonprofit Group Nonprofit Organization Nonprofit Corporation 
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☆ＮＰＯの「非営利性」とボランティアの「無償性」 

 社 会貢 献 活動 団体 が サー ビス 提 供主 体と し て継 続し て 活動 して い くに は、一

人ひ とり の 活動 に加 え て、 専門 知 識と 経験 を 持っ た専 任 スタ ッフ に よる 組織的

な活動が必要となってきます。  

 そ のた め には 、少 な くと も組 織 の形 態を と ると とも に 、事 務所 や 専任 スタッ

フを 置く こ とが 必要 と なる こと か ら、 運営 費 や人 件費 な どの 経費 を 得る ための

有償 活動 が 大切 にな っ てき ます 。 有償 活動 に は、 有料 の シン ポジ ウ ム開 催や、

本や 物品 の 販売 、有 料 サー ビス の 提供 など 、 いろ いろ な 形が あり ま すが 、ここ

で、団体の非営利性とは何かが問題となります。  

 非 営利 性 は、 ボラ ン ティ ア活 動 の無 償性 と は性 質を 異 にし ます 。 ボラ ンティ

ア活 動の 「 無償 性」 は 、活 動者 が 個人 の労 力 に対 する 報 酬を もら わ ない ことを

意味します。これに対して、「非営利性」は、団体にかかる考え方で、活動や組

織維 持に 必 要な 経費 を 団体 とし て 稼ぎ 、そ こ で得 た収 入 から 専任 ス タッ フへの

給料 等を 支 出し ます が 、そ こで の 剰余 金を 構 成員 （役 員 ・会 員等 ） 間で 分配し

ないことを意味します。  

 
ボランティアとＮＰＯの違い 

項 目 ボランティア ＮＰＯ 
概 念 個人 組織 

目 的 
社会貢献 

個人の社会参加・生きがい
組織的に社会的課題の解決を目指す 

収 入 

原則として無報酬 
（市場の賃金よりも低い報酬を
受け取るような「有償ボランティ
ア」という考えもある。） 

会費や事業収入を、活動費やスタッ
フの人件費、管理費等に充てるが、
構成員には分配しない 

資金源 ― 会費収入、事業収入、補助金、寄付金等

 

☆ＮＰＯの非営利性に関する誤解－ボランティアとＮＰＯの混同  

 ＮＰ Ｏの 非営利 性に ついて よく 見られ る誤 解は、 公共 施設の 貸出 時に見 ら れ

る「シ ンポ ジウム を有 料で行 うの はお金 を稼 ぐこと だか ら、皆 さん の活動 は 市

民活動 とは みなせ ませ ん」と いっ た考え 方で す。こ れは 、団体 の非 営利性 と ボ

ランティア活動の無償性を混同している例です。  

 また、ボランティアとＮＰＯを混同している例として、“ＮＰＯの職員はボラ

ンティ アだ から、 給料 をもら うの はおか しい ”とい った 考え方 があ ります 。 行

政がＮＰＯに事業を委託する際にも、「ＮＰＯ＝ボランティア団体」と誤解して、

「無報 酬で 活動す るの だから 人件 費は必 要な い」と 考え てしま うケ ースが 見 ら

れます。  

 ＮＰ Ｏが 継続的 に質 の高い 事業 を行っ てい くため には 、専門 知識 や経験 を 持

った職 員が 必要で あり 、職員 を雇 用した 場合 には、 ＮＰ Ｏが給 料を 支払う こ と

が必要 とな ります 。こ うした こと から、 ＮＰ Ｏが新 たな 雇用の 主体 のひと つ と

考えら れて いるの です 。今後 、Ｎ ＰＯが 事業 主体と して 力をつ け、 継続的 に 専

門的な 活動 を行っ てい くには 、Ｎ ＰＯ職 員の 存在が 不可 欠であ り、 これに よ り

雇用の機会が増すことになります。  
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２ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）制度 

①ＮＰＯ法人制度の概要 

 これまで民間の非営利組織は、法人格を取得することが困難だったた

め、団体名で契約できないなど活動する上で不都合が生じていました。 

 このため、民間の非営利組織が法人格を取得できる途を開き、社会貢

献活動の健全な発展を促進し公益の増進に寄与することを目的として、

平成 10 年 12 月に「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」が施行されまし

た。 

  

②法人格取得の対象となる団体 

 ＮＰＯ法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利

活動」を行うことを主な目的とし、次のような要件を満たす団体です。 

 

・営利を目的としないこと。 

・社員（正会員など総会で議決権を有する者）の資格の得喪について、不当

な条件をつけないこと。 

・10 人以上の社員がいること。 

・報酬を受ける役員数が、役員総数の 1/3 以下であること。 

・宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 

・特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。 

・暴力団、又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体でないこと。 

 

・「特定非営利活動」とは、次の（1）と（2）の両方にあてはまる活動のことです。 

(1)法第２条の別表に掲げる活動に該当する活動 

＜別 表＞ 

１ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

２ 社会教育の推進を図る活動 

３ まちづくりの推進を図る活動 

４ 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

５ 環境の保全を図る活動 

６ 災害救援活動 

７ 地域安全活動 

８ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

９ 国際協力の活動 

10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

11 子どもの健全育成を図る活動 

12 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動 
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③ＮＰＯ法人の情報公開 

 法人の情報公開として、毎年（毎事業年度）、事業報告書や決算書類な

どを作成し、定款などとともに関係者が閲覧できるよう、法人の事務所

に備え置くことになっています。また、法人から提出されたこれらの書

類は、生活文化局都民協働部市民活動推進課ＮＰＯ法人係でも閲覧でき

ます。 

 

閲覧書類 

事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、前年に報酬

を受けたことのある役員の氏名を記載した書面、10 人以上の社員の氏名及

び住所居所を記載した書面、定款、登記簿謄本の写し  

 

 

④法に沿ったＮＰＯ法人運営 

 例えば、社員総会を年１回以上開催することや、役員変更、定款変更

などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役

員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、

法に規定する「会計の原則」に従って行わなければなりません。 

 

⑤ＮＰＯ法人の収益事業 

 法人は活動の資金や運営費の経費にあてるため、特定非営利活動の事

業に支障のない範囲で収益事業を行うことができますが、収益事業の会

計は、本来の活動に関する会計から区分しなければなりません。 

 また、ＮＰＯ法上の収益事業と税法上の収益事業は必ずしも一致しま

せん。例えば、特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法施行令

第５条第１項に定める 33 業種の収益事業に該当すれば法人税等が課税さ

れます。 

 

⑥所轄庁について 

 ＮＰＯ法人の所轄庁は、その事務所が所在する都道府県の知事です。

また、複数の都道府県に事務所を設置している法人の所轄庁は、内閣総

理大臣となります。 

 東京都のＮＰＯ法人の窓口は、生活文化局都民協働部市民活動推進課

ＮＰＯ法人係となっています。 

 なお、生活文化局では、ＮＰＯ法人格の取得の申請手続きや法人の管

理運営を行うためのマニュアルとして「特定非営利活動法人ガイドブッ

ク」を作成しています。 
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☆ＮＰＯ法人の社会的信用 

－ＮＰＯ法人制度は“行政のお墨付き”を与えるものではない－ 

 Ｎ Ｐ Ｏ 法 で は 、 設 立 に つ い て 「 認 証 」 と い う 文 言 を 使 用 し て お り、

その性質は“準則主義に近い認可主義”であると言われています。 

所轄庁は、書面により審査を行い、団体が認証の基準を満たしてい

るときは認証しなければなりせん。 

また、法では団体の資産や活動実績を認証の要件としていないこと

から、財団法人や社団法人の場合とは異なり、実績のない団体であっ

ても容易に法人格を取得できます。 

  

 市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民

によってチェックされることが望ましいとの考えから、ＮＰＯ法では

法人の情報公開を義務づけるとともに、縦覧・閲覧制度を取り入れて

います。 

 

 これらのことからわかるように、この法人制度は、所轄庁が「お墨

付き」を与えるというものではありません。個々のＮＰＯ法人の信用

は、法人の活動実績、情報公開等により、自らが築き上げることにな

ります。 

 

☆ＮＰＯ法人の現状 

 平成 14 年３月 15 日現在、全国のＮＰＯ法人認証数は 6,307 団

体、東京都知事認証数は 1,383 団体となっています。 

 東京都知事認証のＮＰＯ法人数及び個々の法人の認証年月日、代表

者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号、定款に記載された目的、

活動の分野については、生活文化局のホームページ 

（http://seikatubunka. metro.tokyo.jp） で 見 る こ と が で き ま す 。 

ＮＰＯ法人認証数の推移
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⑦「認定ＮＰＯ法人」の税制優遇措置 

 市民活動団体を育成し活性化する観点から、平成 13 年度税制改正にお

いて、「国税庁長官の認定を受けたＮＰＯ法人」（認定ＮＰＯ法人※）に

対して寄附を行った個人又は法人における所得税、法人税及び相続税の

特例措置（税制優遇）が創設され、平成 13 年 10 月１日から施行されま

した。 

 

 

 ※認定ＮＰＯ法人 

 認定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人のうち、その運営組織及び事業

活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定

の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものです。 

 

＜認定の要件＞ 

◇基本的事項 

 適切な情報公開、事業内容の適正性、運営組織の適正性、経理の適

正性、相当な業績の持続可能性など。 

◇活動実態に着目した要件 

・総収入金額のうち寄附金総額の割合が 1/3 以上 

・寄附者、受益者、活動範囲のいずれかが一市町村を超える広がりが

あること 

・事業活動の 50%以上が会員等に対する財・サービスの提供活動（対

価を得ないものを除く）等でないこと など。 
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３ 社会貢献活動団体の特性 

 

 協働を具体的に検討していくには、以下のような社会貢献活動団体の特性

を十分理解する必要があります。 

 

①自発性：自らの価値観に基づいて自発的に取り組むことから、行政の方針

や支援あるいは営利につながるかどうかにとらわれることなく、

独自の行動をとることができます。自発性は、すべての活動に共

通する基本的な特性といえます。 

 

 

②先駆性：独自の考えで自発的に取り組むことから、制度的には対応しにく

い新しい社会的課題に先駆的に対応することができます。このよ

うな先駆的な対応は、一定の社会的な理解が進めば制度化され、

行政による対応に移行することもあります。 

 

（活動例）難民支援、在日外国人支援、不登校児への取組など 

 

③多様性：自発的に取り組む様々な活動があれば、結果的に提供される社会

サービスは多様なものになり、そのことによって受益者の選択肢

は豊かになります。また、この多様性が社会サービスの競争を生

み、社会サービスの水準の向上に寄与する側面もあります。 

 

（活動例）地域福祉、芸術文化など 

 

④専門性：自発的な取り組みが継続的になされれば、その分野における実践

的な知識が蓄積され、社会的課題への現場を踏まえた専門的な取

り組みが可能になります。また、もともと専門性のある人材が、

その専門性を活かして活動に参加するケースも多くあります。 

 

（活動例）環境保全活動、地域福祉、海外協力など 

 

⑤機敏性：制度的な枠組みや公平原則にとらわれないことから、誰からの指

示を待つまでもなく、時機に応じて機敏に発言し、行動すること

ができます。しかし、この機敏性が時として現場に混乱をまきお

こすこともあるので、ボランティアやＮＰＯのコーディネーショ

ンも重要になってきます。 

 

（活動例）災害時の救援活動など 
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⑥地域性：活動の発想が生活現場にあることが多いため、行政区域や行政施

策のタテ割にこだわることなく地域の課題解決に取り組み、必要

と思われるところに必要と思われる社会サービスを提供すること

ができます。 

 

（活動例）環境保全、まちづくり、地域文化の振興、地域福祉など 

 

⑦国際性：政府の支配のもとにない民間の活動であるため、国家の枠や制約

を超えて、平和の実現や人権擁護の観点から重要と思われること、

地球社会に必要と思われることに自由に取り組むことができます。

また、民間組織の国際的なネットワークが、国家間では伝わりに

くい情報の交流を促し、国際的な課題解決に寄与することもあり

ます。 

 

（活動例）環境保全、平和・人権活動など 

 

 

 

☆期待されているＮＰＯの役割 

 「行政セクター」、「企業セクター」に並ぶ「市民セクター」の担

い手としてＮＰＯの活躍が注目されています。ＮＰＯに期待されて

いる役割として以下のようなものがあります。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい 

経済主体 

社会サー
ビスの提
供主体 

新しい 

雇用主体

自己実現
・ 生きが
いの場 

コミュニティ

の担い手
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第３章 協働事業を行う際の留意点 
 

１ 相互理解と尊重 
 行政と社会貢献活動団体はその立場や特性が異なります。協働の目的は、

都民サービスの充実にあり、協働を行うには、社会貢献活動団体の立場や

特性をよく理解し、活かしていくことが不可欠です。そして、社会貢献活

動団体側にも、行政の特性を理解してもらうことが必要です。 

 また、協働する際には、社会貢献活動団体がその特性を発揮できるよう

に、その自主性を尊重することが必要です。 

 

 

２ 公平性の確保 
 社会的に信頼のおける相手と効果的な協働を行うには、情報公開や組織

運営・経理の適正性、活動実績等の客観的基準による協働相手の選定など

により、協働事業における公平性を確保する必要があります。 

 そのためには、協働の相手先の選定基準や選定方法、協働事業の内容を

公開するなど、協働事業をより開かれたものにしていく必要があります。 

 

 

３ 協働相手を選定する際の留意点 
①事業遂行能力の確認 

 社会貢献活動団体の実態は、規模、組織力、経験、運営状況など様々

であり、その事業遂行能力も千差万別です。このため、的確な情報収集

などに努め、協働事業を確実に実施できる団体を選定することが重要で

す。 

 

②事業目的の共有化 

 社会貢献活動団体は、幅広い分野で、多様な理念・使命に基づいて主

体的に活動しています。協働するときは、協働の相手となる団体と事業

目的が共有できるかどうかが重要です。 

 

③目的達成のための相互協力の意志 

 行政と社会貢献活動団体が、共有化された事業目的の達成のために、

相互に協力する意志があることが重要です。 

 

④事業における責任 

 行政と社会貢献活動団体それぞれが、都民に対して責任を持って協働

事業を進めることが重要です。 
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４ 協働事業や協働相手の見直しを行うことの確認 

 同一団体との協働を安易に継続すると、互いに依存感が高まって、事

業の効果的な展開を困難にしたり、さらには、特定の団体の既得権益化

につながる恐れもあります。そのため、協働事業を行う際は、協働相手

を含めた事業の見直しを絶えず行うことが大切です。 

 協働相手や協働事業の見直しには、事業目標・役割分担・責任・事業

期間等について、相互に確認しておくことが必要です。 

 

 このような基本的な合意事項は、協定書として文書で確認することで、

あいまいな部分をはっきりさせ、後で問題が起こらないようにすること

ができます。 

 この協定に基づき、一定期間の協働の後、協働で得られた成果を互い

に評価し合い、目標達成の状況等を意見交換する中で、協働関係の維持

あるいは見直し、または、解消を判断していきます。 

 

 また、実際に協働を行う際には、具体的な事業目標や目標の達成予定

時期、役割分担、予算等をまとめた活動計画書を作成することも有効で

す。 

 この計画書等は、社会貢献活動団体から出してもらうだけではなく、

そのテーマに関して行政としてどう対応できるかの点も含めて、双方で

協議しながら作成します。 

 

 

事前に相互で確認しておくべき事項（例） 

・事業目標 

・事業内容 

・役割分担 

・責任 

・事業期間        など 

 

活動計画書で取り決めておく事項（例） 

・具体的な事業目標 

・具体的な役割分担 

・活動内容 

・事業期間 

・予算          など 
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☆中間支援組織 

 ＮＰＯの運営・活動に関する連絡・助言・援助を行う団体のこと。ＮＰＯ

法上では、別表に掲げられた特定非営利活動のうち 12 番目の「以上の活

動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」を主として

行う団体がこれにあたります。 

 ＮＰＯがまだ揺籃期にある日本社会では、中間支援組織が、市民活動と

行政、企業など多様なセクターを仲介し、支援・連携を行うなど、市民活

動促進のためのインフラとして大きな役割を果たしています。 

 都内には、いくつかの全国的な活動を行う中間支援組織があり、市民活

動に関する情報提供、相談、調査・研究、ネットワークづくり、普及啓発

などの事業を行っています。また、特定の地域や分野に限定して支援活動

を行う中間支援組織もあります。 

 東京都が運営費を補助している「東京ボランティア・市民活動センター」

も中間支援組織のひとつです。 

 

◆東京ボランティア・市民活動センター◆ 

 東京ボランティア・市民活動センターは、福祉や環境など分野を限定せ

ずに社会貢献活動を支援する総合的・広域的な民間の中間支援組織です 

（設置運営：社会福祉法人 東京都社会福祉協議会）。 

ＮＰＯ法人の設立・運営に関する相談や専門的人材の育成をはじめとし

て、様々な分野の団体との交流やネットワークづくりを行っています。 

 東京都生活文化局では、東京ボランティア・市民活動センターへの運営

費補助を行っており、センターと連携して社会貢献活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 10 階 

（飯田橋駅下車すぐ） 

Tel 03-3235-1171 

FAX 03-3235-0050 

HP  http://www.tvac.or.jp/ 

開所時間 

月曜・祝祭日・年末年始を除く毎日 

火～土曜日 9:00～21:00 

日曜日   9:00～17:00 

主な事業内容 
・ボランティア・市民活動に関する情報提供 
・ボランティア・市民活動に関する相談 
・調査・研究 
・ボランティア・コーディネーター等の研修 
・ＮＰＯに対する研修 
・ＮＰＯのネットワーク化支援 
・ボランティア・市民活動に関する普及啓発 
・活動の場・機材の提供          など 
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第４章 協働事業の進め方 
  ※この章以降は、社会貢献活動団体をＮＰＯとして説明していきます。 

 

 協働は、協働事業の検討・実施・評価のそれぞれの場面で、可能なところ

から進めるなど、事業の実態に即して弾力的に取り組むことが必要です。 

 

協働事業の手順（概要） 

協働事業の検討  

 

  ・新たな協働事業の検討 

 

 

 

 

 

 

 

  ・既存事業の協働化の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・事業目標の設定 

 

 

協働形態の選択  

 

 ・適切な協働形態の選択 

 

 

 

 

検討の視点 
・行政が実施すべき事業か 
・予定する協働事業に都民の高いニーズがあるか 
・協働によって、迅速性・弾力性・専門性などを発

揮したサービスを提供できるか 
・協働する場合の費用と行政が直接実施する場合の

費用の比較  など 

検討の視点 
・協働によって、より都民ニーズにあったサービス

の提供ができるか 
・協働によって、サービスの質・量が高まるか 
・実施方法は効率的か  など 

協働形態の種類 
①共催 
②実行委員会・協議会 
③事業協力 
④委託 
⑤情報提供・情報交換 
⑥その他 

検討の際には、以下のような方法が有効 

・「協働の導入に向けたチェック項目（例）」 を

活用する 

・ＮＰＯの意見を聞く 

・行政評価制度を活用する（知事本部所管）

チェック項目：「ＮＰＯ等と協働することで、より効果

的・効率的にならないか」         など 
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協働相手の選定  

 

 ・適切な協働相手の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働事業の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働相手の選定基準（例） 
・活動実績（過去２年間） 
・ＮＰＯ法人としての法に基づく義務の遂行 
・活動内容 
・事業の実施能力 
・財政状況 
・団体運営の透明性 
・団体運営の安定性 
・会員数・事務局体制 など 

選定の際の留意点 
・公平性の確保 
・事業遂行能力の確認 
・事業目的の共有化 
・目的達成のための相互協力の意思 
・事業における責任 
・協働事業や協働相手の見直しについて相互に確認

ＮＰＯ法人等の情報提供 
（生活文化局）

・分野毎のＮＰＯ法人名簿 
・個々のＮＰＯ法人の定款・事業報

告書等の閲覧 

行政との協働意向を持つ社会貢献活
動団体についての情報提供 

（生活文化局）
・協働意向のある団体のプロフィー

ル・活動実績等 

実施時のポイント 
①共催 
・事業の検討段階から協働し、事業目的の明確化と情

報の共有化を図る。 
・相互の役割分担、経費分担等を取り決めておく。 
②実行委員会・協議会 
・共催と同様。 
③事業協力 
・協定書では、目的、役割分担、責任、経費分担、協

定の有効期間等を取り決めておく。 
④委託 
・提案方式では、ＮＰＯの専門性などの特性が発揮さ

れた企画が期待できる。 
⑤情報提供・情報交換 
・お互いの立場を尊重し、建設的な意見交換を行う。
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協働事業の評価  

 

 ・事業実施後の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィードバック  

 ・協働事業や協働相手の見直し 

 

 

 

協働の継続  

 

協働内容の見直し  

 

協働相手の見直し  

 

 

評価項目 

・目標設定の妥当性 

・協働という手法を採用したことの適否 

・採用した協働形態の妥当性 

・ＮＰＯの持つ特性の発揮度 

・協働相手の妥当性 

・情報交換など意志疎通度 

・目標達成度 

・費用対効果 など 

協働事業評価チェックシート
（生活文化局提供）等の活用 



 22

第１ 協働事業の検討 

 

１ 協働になじむ事業 

 行政とＮＰＯは、ともに公益・非営利の領域で活動していますが、事

業により、協力できる場合もあれば、対立または競合する場合もありま

す。一般的には、行政とＮＰＯそれぞれが独自に活動していますが、事

業によっては協働することで、サービスの質や量をさらに高めることが

できます。 

 協働は、事業を行う手法のひとつであることから、協働そのものを目

的とするのではなく、以下のような協働になじむ事業に導入します。 

 

協働になじむ事業 

 協働という事業手法は、都民の生活に直接的な関わりがあり、ＮＰＯの特

性を活かせる事業に適しています。  

 例えば、以下のような、ＮＰＯの機敏性や先駆性、専門性などの特性を活

かしやすい公共施設のサービス事業など、都民に身近な事業の場合に有効と

考えられます。  

 

・都立公園の花壇の管理を地域住民により組織された団体が行うなど、公共

の施設のサービスにＮＰＯの地域性や柔軟性を活かすことで、その施設を

都民が利用しやすくなる場合 

 

・行政単独では対応しにくい分野において、先駆的に活動しているＮＰＯと

協働することで、事業効果をあげられる場合  

 

・行政にはない専門性を持つＮＰＯと協働することで、行政の足りない部分

が補われ、都民ニーズに応えることができる場合 

 

・災害時において、機敏性を持つＮＰＯと協働することで、迅速な対応がで

きる場合 

 

２ 協働事業の検討 

 協働事業の検討には、 

 ①新たな協働事業を検討する場合 

 ②既存事業を協働化に向けて検討する場合 

があり、これらの検討においては、ＮＰＯとの協働の手法を取り入れる

ことが有効です。 

 具体的な検討方法として次のようなものがあります。 
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・ 「協働の導入に向けたチェック項目（例）」を活用する 

 新規の協働事業を検討したり、既存事業を協働化に向けて検討した

りする際は、注意すべき視点を示した「チェック項目一覧（例）」（24

～25 ページ）を活用してください。 

 

・ ＮＰＯの意見を聞く 

 協働事業を検討する場合は、ＮＰＯの意見を聞くなど、協働の手法

を取り入れていくことが有効です。 

 

 協働の手法の例 

・行政の事業担当者とその分野で活躍するＮＰＯで、意見交換会を行う。 

・先駆的・専門的に課題解決に取り組んでいるＮＰＯの意見を聞く。 

・日常的に社会的課題の解決に取り組んでいるＮＰＯの活動から都民ニーズ

を把握する。 

・審議会や検討会等においてＮＰＯに参加を求め、意見を聞く。 

・インターネット等を活用して協働事業の企画案を公募する。 

・行政の方針や事業についての情報をインターネットで公開し、ＮＰＯから

広く意見を募る。                     など 

 

・ 行政評価制度を活用する 

 行政評価を実施する際などに、協働化の視点から既存事業を検証し、

見直すことが有効です。 

評価の際、「ＮＰＯ等と協働することで、より効果的、効率的になら

ないか」という視点からも既存の事業を検証し、見直していきます。 

 自己検証システムにおいても、同様の視点を取り入れ、各事業を点

検することになっており、協働の手法の導入を検討する際に活用でき

ます。 

 

 

３ 事業目標の設定 

 協働事業を検討・実施する場合は、都民ニーズを的確に把握した上で、

事業の具体的な目標を設定することが必要です。 

 事業目標を設定する際に、日常の実践活動を通じて都民の多様な声を

聞いているＮＰＯから意見を聞くことも、都民ニーズを把握する有効な

手段のひとつです。 
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新規の協働事業の導入に向けたチェック項目一覧（例）  

 

①都が実施すべき事業か？ 

・民間、区市町村などで実施すべき事業ではないか検討します。 

 

 

②予定する協働事業に都民の高いニーズがあるか？ 

・都民ニーズを的確に把握し、その事業に対する高いニーズがあるか検討します。

そ の 場 合 、 日 常 の 実 践 活 動 を 通 じ て 都 民 の 多 様 な 声 を 聞 い て い る Ｎ Ｐ Ｏ から意

見を聞くことも、都民ニーズを把握する有効な手段です。 

 

 

③協働によって、サービスが充実するか？ 

・ＮＰＯの迅速性・弾力性・専門性などの特性を活かすことで、都民ニーズに合

ったサービスを提供できるか検討します。 

 

 

④ボランティアの参加・協力によって、サービスの質が高まるか？ 

・ＮＰＯとの協働ができない場合でも、ボランティアの参加・協力によって、柔

軟性のあるサービス提供が可能にならないか検討します。 

 

 

⑤協働する場合と行政が直接実施する場合の費用対効果はどうか？ 

・ 協 働 す る 場 合 と 行 政 が 直 接 実 施 す る 場 合 に お い て 、 事 業 効 果 と 経 費 負 担 を 比 較

します。 

 

 

⑥対象事業の分野で活動するＮＰＯが存在するか？ 

・ 対 象 事 業 の 分 野 で 活 動 実 績 が あ り 、 協 働 相 手 と な る 可 能 性 が あ る Ｎ Ｐ Ｏ が 存 在

するか確認します。 

 

 

⑦協働のメリットとデメリットを比較し、メリットの方が大きいか？ 

・ＮＰＯ等と協働した場合に想定される具体的なメリット・デメリットの比較を、

効率性・公平性などの面から行います。 
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既存事業の協働化に向けたチェック項目一覧（例）  

 

①都が実施すべき事業か？ 

・民間、区市町村などで実施すべき事業ではないか検討します。 

 

②既存の事業に都民の高いニーズがあるか？ 

・事業開始時からの社会状況の変化などを踏まえ、現在も事業に対する高い都民ニー

ズがあるか検討します。 

 

③迅速性、弾力性、専門性などのＮＰＯの特性を活かして、より都民ニーズ

に合ったサービスの提供ができないか？ 

・都民ニーズに適合した制度・仕組みになっているか、ＮＰＯとの協働によって、

より都民ニーズに合ったサービスを提供できないかを検討します。 

 

④ボランティアの参加・協力によって、サービスの質が高まるか？ 

・ＮＰＯとの協働ができない場合でも、ボランティアの参加・協力によって、柔

軟性のあるサービス提供が可能にならないか検討します。 

 

⑤協働することで、経費負担に比べ事業効果が高まるか？ 

・ 協 働 す る 場 合 と 行 政 が 直 接 実 施 す る 場 合 に お い て 、 事 業 効 果 と 経 費 負 担 を 比 較

します。 

 

⑥協働によって、サービスの質・量が高まるか？ 

・ＮＰＯの特性を活かすことで、現在よりも都民サービスの質や量が高まるかを検討

します。 

 

⑦協働により効率性が高まるか？ 

・ 行 政 が 直 接 行 う よ り も 、 Ｎ Ｐ Ｏ と 協 働 す る 方 が よ り 効 率 性 が 高 ま る か を 検 討 し

ます。 

 

⑧対象事業の分野で活動するＮＰＯが存在するか？ 

・ 対 象 事 業 の 分 野 で 活 動 実 績 が あ り 、 協 働 相 手 と な る 可 能 性 が あ る Ｎ Ｐ Ｏ が 存 在

するか確認します。 

 

⑨協働のメリットとデメリットを比較し、メリットの方が大きいか？ 

・ Ｎ Ｐ Ｏ 等 と の 協 働 に 移 行 し た 場 合 に 想 定 さ れ る 具 体 的 な メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト

の比較を、有効性・コスト改善・公平性などの面から行います。 
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☆東京都における事業手法としての「協働」の推進 

 東京都では、平成 13 年８月に「東京都における社会貢献活動団体と

の 協 働 ～ 協 働 の 推 進 指 針 ～ 」 を 策 定 し 、 全 庁 的 に 協 働 を 進 め て い ま す 。 

 知 事 本 部 の 策 定 し た 自 己 検 証 シ ス テ ム に お け る 自 己 検 証 シ ー ト に お

い て は 、 事 業 の チ ェ ッ ク 項 目 と し て 、「 Ｎ Ｐ Ｏ 等 と 協 働 す る こ と で 、 よ

り効果的・効率的にならないか」という視点も取り入れており、協働事

業の導入を検討する際に活用することができます。 

 また、平成 13 年度の知事通達における「平成 14 年度に実施すべき

重 要 施 策 の 立 案 に 当 た っ て の 基 本 方 針 」 で は 、「 民 営 方 式 や Ｐ Ｆ Ｉ の 導

入、ＮＰＯとの連携などにより、一層効果的で効率的な施策の実施が可

能 な 場 合 に は 、 そ の 観 点 か ら 立 案 す る 。」 と の 方 針 が 示 さ れ 、 重 要 施 策

の立案が行われました。 

 これを受け、平成 14 年度予算見積にあたっても、こうした観点が重

要であり、各局の検討を促進すべきとの意向が財務当局から示されまし

た。 

 このように、東京都では、事業を行う一つの手法として、ＮＰＯとの

協働を推進しています。  
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第２ 協働形態の選択 

 

１ 事業目的・内容にふさわしい協働形態の選択 

 協働形態を選択するにあたっては、事業目的の実現のために、最も効

率的で効果的な形態を選択することが重要です。あわせて、どのような

形態であっても、その役割分担や経費分担を明確にする必要があります。 

 

 

協働に向いている事業例 

 

 先駆性、専門性、地域性などのＮＰＯの特性を活かせる事業の例としては、

以下のようなものが考えられます。 

 

○サービスの企画・提供  

・相談事業  

・情報提供事業  

・研修の企画・実施  

・普及啓発事業  

・イベントの企画・運営  

 

○公的施設の企画・運営管理  

・公的施設の運営管理（公園、コミュニティ施設など）  

・公的施設における事業の企画・実施  

 

○調査・研究  

・実態調査  

・データベースの作成  

 

 

 

※ このマニュアルにおける主な協働形態と該当ページ 

 

(1) 共催・・・・・・・・・・・・・・28 ページ 

(2) 実行委員会・協議会・・・・・・・29 ページ 

(3) 事業協力・・・・・・・・・・・・30 ページ 

(4) 委託・・・・・・・・・・・・・・33 ページ 

(5) 情報提供・情報交換・・・・・・・37 ページ 



 28

 (1)共 催 

①概要 

 ＮＰＯと行政等が主催者となって共同で一つの事業を行う協働形態

です。 

 

②協働の効果 

・ＮＰＯの持つネットワークを活かした企画によって、プログラムが

充実する。 

・事業計画・実施にあたりＮＰＯの持つ専門的な知識を活かすことが

できる。 

・都民の立場からの事業の企画・実施が可能になる。 

・都とＮＰＯ、住民の協力関係が促進される。 

・ＮＰＯ相互の連携が図られる。 

 

③留意点 

・都民のニーズに精通したＮＰＯが企画に参加できるようにする。 

・事業の検討段階から協働し、事業目的の明確化と情報の共有化を図

る。 

・事業内容について、企画・計画段階でＮＰＯとの十分な協議を行う。 

・企画・計画段階におけるＮＰＯの関与度を高め、当事者意識の向上

を図る。 

・相互の役割分担、経費分担などを取り決めておく。 

・ＮＰＯ側にも主催者としての社会的責任が求められることを確認し

ておく。 

・イベント等におけるトラブルの防止等についての意識を徹底する。 

 

 

◎子育てひろば（共催） 

大阪府大阪市 

都市での子育ては、孤立しがちであり、また、子どもが集団で遊

ぶことも少なくなってきています。そのような親子やこれから親に

なる青年男女が気軽に参加し、情報交換・交流ができる場を、子育

て支援事業を行っているＮＰＯ法人と共催で提供しています。 
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(2)実行委員会・協議会 

①概要 

 ＮＰＯと行政等で構成された「実行委員会」・「協議会」が主催者と

なって、事業を行う協働形態です。 

 

②協働の効果 

・行政にはない専門性やＮＰＯの持つネットワークを活かすことがで

きる。 

・参加団体の持つ互いのノウハウが活用され、交流・連携が図られる。 

・都とＮＰＯとの信頼関係の構築につながる。 

・関係者が抱える課題についての共通認識に基づいた運営ができる。 

・ＮＰＯが地域社会との橋渡し役となり、地域住民に身近な事業となる。 

 

③留意点 

・事業の検討段階から協働し、事業目的の明確化と情報の共有化を図

る。 

・相互の役割分担、経費分担などを取り決めておく。 

・団体の自主性を尊重する 

・ＮＰＯ側にも主催者としての社会的責任が求められることを確認し

ておく。 

・経費の節減・効率的執行に努める。 

・前例踏襲によってメンバーが長期にわたって固定されると、実行委員

会の硬直化や活動の低下を生じる恐れがあるので、必要に応じ見直し

を行う。 

 

◎ＴＯＫＹＯファミリー体験広場（実行委員会・協議会） 

生活文化局都民協働部 

青少年の健全育成を目指す各種団体が中心となって、子どもたち

に様々な体験と触れ合いの機会・場所を提供して異世代間の交流を

図り、東京都が推進している「心の東京革命」の取組を広く都民にＰ

Ｒします。 

 

◎「子どもの水辺」再発見プロジェクト（実行委員会・協議会） 

教育庁、建設局、環境局 

平成 14 年度からの完全学校週 5 日制の実施に向け、「川に学ぶ」

観点から、 教育庁、建 設局、環境 局などが連 携して調査 ・検討し、

「子どもの水辺」として選定登録し、子どもたちの河川の利用を促

進して地域における子どもたちの体験活動の充実を図ります。都道

府県レベルで子どもの水辺連絡会を設置して地域を選定し、地域レ

ベルで協議会を設置して登録及び活動の支援を実施します。 
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(3)事業協力 

①概要 

共催や実行委員会・協議会以外の形態で、ＮＰＯと行政との間で、

それぞれの特性を活かす役割分担を取り決めた協定書を締結するな

ど、一定期間、継続的な関係のもとで事業を協力して行うことを「事

業協力」とします。 

 

②協働の効果 

・ＮＰＯの専門的ノウハウを活用できる。 

・地域に密着した団体が協力することにより、住民の注目が高くなる。 

 

③留意点 

・協定書では、目的、役割分担、責任、経費負担、協定の有効期間の

ような項目を取り決めておくことが必要。 

・相手方団体とよく話し合いを行った上で、協定書の内容を決める。 

・ＮＰＯとの信頼関係を構築するようにする。 

・協定書に基づいて事業を実施している段階でも、相互の情報交換を

行うようにする。 

 

協定書で取り決めておく事項（例） 

・事業目的 

・事業内容 

・役割分担 

・責任 

・活動計画書の作成 

・事業期間 

・協定の有効期間   など 

 

 

※ ＮＰＯの育成などを目的とする補助は、ＮＰＯ支援と言えます。し

かし、行政が対応しにくい先駆的・実験的な事業などに対して、経

費等を補助することは、事業協力とも考えられます。その場合にも、

補助条件、選考基準、事業報告書等の情報公開を行って事業の透明

性を高めるとともに、同一団体に対する長期間の補助・助成は避け、

常に対象団体の見直しを行うようにします。 
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参 考 協定書の一例 

 

○○○に関する協定 

（目的） 

第１条 この協定は、ＮＰＯ＊＊＊（以下「甲」という）と東京都（以下「乙」という）の間で

○○○に関して必要な事項を定めるものである。 

 

（業務分担） 

第２条 甲及び乙の業務分担は、次のとおりとする。 

(1) 甲の業務分担 

ア ・・・・・・・・・ 

イ ・・・・・・・・・ 

(2) 乙の業務分担 

ア  ・・・・・・・・・ 

イ ・・・・・・・・・ 

 

（経費負担） 

第３条 甲及び乙は、第２条の業務分担に基づく経費を負担する。 

 

（活動計画） 

第４条 甲及び乙は、毎年度当初に、協議して年間の活動計画を作成する。 

 

（事業報告） 

第５条 甲及び乙は、毎年度末、協議して事業報告書を作成する。 

 

（甲の責務） 

第６条 甲は、・・・・・・・。 

 

（乙の責務） 

第７条 乙は、・・・・・・・。 

 

（協定の有効期間） 

第８条 協定の有効期間は、平成○年○月○日までとする。 

 

（疑義の発生） 

第９条 甲は、その活動に際し、疑義が生じたときは、乙と協議する。 

 

（協定書） 

第 10 条 甲と乙は双方この協定書に署名、捺印の上、各１通ずつ保管する。 

 

附則 

（施行日） 

この協定は、平成○年○月○日から施行する。 

 

平成○年○月○日 

甲 住所 

ＮＰＯ＊＊＊ 

代表者 ・・・ 印 

 

乙 住所 

東京都 

代表者 ・・・ 印 
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◎商店街空き店舗活用推進事業（事業協力） 

産業労働局商工部 

商店街の空き店舗を活用して、ＮＰＯ法人と商店街、行政が協働

し、高齢者へのパソコン教室や給食サービス等の事業を実施してい

ます。 

商店街が空 き店舗をコ ミュニティ 施設として ＮＰＯ法人 に貸し、

運営を委託することにより、高齢者をはじめ地域住民にやさしい商

店街として PR し、商店街の CI 戦略の一環とします。 

商店街に発生した空き店舗を有効活用することは、商店街にとっ

ては地域住民や高齢者など、新たな顧客の拡大に繋がり、ＮＰＯ法

人にとっても活動の場が確保され、双方にメリットがあります。 

 

◎保育ルーム（事業協力） 

衛生局大塚病院 

入 院 患 者 の 家 族 が 面 会 に 伴 っ て 連 れ て き た 子 ど も を 預 か る 保 育

ルームを、ＮＰＯ法人と協力して、週１回開いています。 

 

◎飼い主のいない猫との共生モデルプラン（事業協力） 

衛生局生活環境部 

人 と 猫 と の 共 生 に 向 け て 、 地 域 で の ル ー ル を 作 り 、 住 民 主 体 で

ＮＰＯ及び行政が協働していく仕組みを構築します。これを試行的

に行う地域の取組みを「モデルプラン」として、その地域を「モデ

ル地域」に指定し、合意形成に向けて区市町村及び都が支援を行い

ます。 

 

◎災害救助犬の出動に関する協定の締結（事業協力） 

東京消防庁警防部 

各 種 災 害 時 に 人 命 検 索 活 動 に 従 事 す る た め 、 複 数 の 災 害 救 助

ＮＰＯと、災害救助犬の出動に関する協定を締結しています。 

 

 

 

新しい協働例…アドプトシステム 

アドプトシステム（アドプトプログラム）とは、住民がその地域

にある道路や河川などの公共施設の里親（adopt：養子縁組）となっ

て清掃や植生管理などを行い、行政は必要な用具の貸与や傷害保険

の負担、活動団体の掲示、敷地や施設の一部を活用させることなど

のインセンティブを与えるもので、まちづくり参加を広げる手法の

一つとして注目されています。 
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 (4)委 託 

①概要 

行政がＮＰＯに対して、協働になじむ業務を委託する協働形態です。 

この協働形態では、ＮＰＯと委託契約を結ぶことになりますが、入

札への参加など契約上の取扱は、原則として、企業と同様です。 

  業務委託による協働では、ＮＰＯは、契約書、仕様書等に定められ

た債務を履行する義務を負うことになります。 

 

②協働の効果 

・ＮＰＯが持つ専門性・先駆性が発揮されることで、都民ニーズに合っ

たサービスが実施できる。 

・ＮＰＯの持つ専門性などの特性が発揮された企画が期待できる。 

 

③留意点 

・ＮＰＯの持つネットワークや行政にはない専門性・先駆性などの特

性を活かすことができる事業を委託する。 

・単なる行政の下請化を避け、ＮＰＯの自主性が発揮された効果的な事

業が可能となるよう、仕様書の作成に当たってはＮＰＯの意見を参考

にするなどの工夫をする。 

・ 入札での指名選定は、「指名基準」によるが、あわせて事業遂行能力

の確認を十分に行う（確認方法は40ページ参照）。 

・ 特定の団体の既得権益化につながらないよう、随意契約を行う場合は、

その理由を明確にし、都民等から、選定方法、選定理由等の説明を求

められた場合には、十分な説明を行う。 

・トラブルを回避するためにも、仕様書の内容（条件、期限など）や契

約の進め方などを団体によく説明し、十分に理解してもらう。 

・契約の円滑な履行のために必要な場合には、情報提供や情報交換を行

い、契約履行状況の的確な把握に努める。 

・契約の履行に当たってプライバシー保護が必要な場合は、仕様書に明

記した上で、その徹底を図る。 

 

☆競争入札への参加 

 契約の委託先の選定は、入札により決定するのが原則ですが、都の

入 札 に 参 加 す る た め に は 、「 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 」 に 登 録 す る

ことが必要です。 

 東京 都で は、 2 年 毎に「 定期 受付」 を行 うほか 、「 随時受 付」 も 行

っています。名簿登載は、ＮＰＯ法人、任意団体であるＮＰＯを含め、

ど の 事 業 者 で も 可 能 で す 。（ 登 録 事 務 は 、 財 務 局 経 理 部 契 約 第 二 課 で

行っています。）  
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④委託契約の方法 

 委託しようとする事業を行うことのできる主体が、複数存在する場

合には、競争入札によって委託先を決定します。企業によっても当該

事業の実施が可能な場合には、ＮＰＯだけを対象として、競争入札を

実施することはできません。 

 事業の性質上、ＮＰＯによってしか事業の目的を達成できない場合

には、ＮＰＯを対象として競争入札を実施することや提案方式や特命

により随意契約を行うことも考えられます。 

随意契約は、競争入札を原則とする契約制度の例外であり、随意契

約とする理由を明確にした上で、具体的な方法には以下のようなもの

があります。 

 

◇複数のＮＰＯから企画を公募する場合（42 ページ参照） 

 事業の内容から、複数のＮＰＯのうち特定の１団体を選定し、契

約する必要がある場合に、団体が提案した企画を審査して、事業に

最も適した団体を選定する方法（提案方式）があります。 

留意点 

・「提案方式」は、これを採用することによって事業の適正な執行を

図ることが可能であり、他の方法では十分な効果が期待できない

場合に行う。 

・予定価格が 1,000 万円を超える委託契約で提案方式を採用しよう

とする場合には、「委託等随意契約業者選定委員会」（庶務担当は、

財務局経理部契約第二課）に付議する。 

・提案方式の実施に当たっては、次の点に配慮する。 

①ＮＰＯからの自由な発想による企画がなされるよう、事業概要は

できる限り骨格的なものにしておく。 

②選定に当たっては審査機関を設置するなど、透明性の確保に配慮

する。 

③当該業務の履行方法や履行体制など、当該ＮＰＯの事業遂行能力

等も十分審査する。 

④提案方式を行う際には、公募型を採用するなど、多くのＮＰＯに

参入の機会を与えるようにする。 

 

◇協働相手となりうる団体が 1 団体しかない場合 

 当該事業を履行できるＮＰＯが特定１団体に限られている場合

は、その理由を明確にして契約を締結します。 

留意点 

・発注者は、事業内容に関する基本仕様を示し、ＮＰＯの履行内容・

方法、履行能力等について十分審査すること。 

・当該事業を実施できるＮＰＯが特定１団体であることを明確にす

ること。 
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☆ＮＰＯと契約する際の注意点  

 多くのＮＰＯは行政との契約の経験がないことから、契約方法や

支払い方法、仕様書・契約書について事前によく説明をし、十分に

理解してもらうことが大切です。  

 また、見積書についても、科目や単価、積算について適切である

かどうかを精査することが必要になります。  

  

 

 

☆ＮＰＯへの委託の問題点・・・ＮＰＯの下請化 

 ＮＰＯとの協働が注目される中、自治体のＮＰＯへの業務委託の

事例が多くなっています。 

 しかし、必ずしも協働の理念に基づいた望ましい形の委託事例ば

かりとは言えません。 

確かに、ＮＰＯの活動はボランティアに支えられていることが多

く、結果的に人件費を始めとするコストを抑えられるという側面は

あります。しかし、このようなコスト削減のみを目的とした委託は、

ＮＰＯを下請化しているにすぎません。 

協働と呼べる委託を目指すには、企画段階からＮＰＯの意見を反

映したり、効果を十分に検討した上、提案方式を採用したりするこ

とで、ＮＰＯの専門性・地域性などを活かせる事業内容にしていく

ことが必要です。 

 行 政 側 の 財 政 的 な 負 担 軽 減 の み を 目 的 と し て 委 託 す る と い う 考

えではなく、ＮＰＯの専門性や組織原理などを尊重し、活かしてい

く姿勢が協働においては重要です。 
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◎録音図書のデジタル化（委託） 

教育庁中央図書館 

資料の軽量化と劣化防止を図り、視覚障害者の利便性を高めるた

め、「録音図書のデジタル化」を、DAISY（デジタル音声情報シス

テム）の技術を持つＮＰＯ法人に委託しています。 

 

◎高齢者在宅サービスセンター事業（運営委託） 

東京都杉並区 

 学校余裕教室の活用による通所介護（デイサービス）施設を整備

し、施設ご とに運営を ＮＰＯ法人 に委託して います。受 託団体は、

プロポーザル方式で決定し、センターごとに事業内容に特色がみら

れます。今後、介護保険報酬による自主的運営に移行していく予定

です。 

 

◎介護保険なんでも相談会（委託） 

東京都八王子市 

 介護保険導入時の混乱期に、介護保険の周知及び制度の充実を図

るため、高齢者福祉の増進に取り組むＮＰＯ法人に委託して、介護

保険サービス及び生活支援サービス等、高齢者施設全般にわたる相

談受付窓口を設置しました（実施期間：平成12年９月～平成13年３月）。 

 土・日曜 日の対応な ども含め、 行政の立場 でなく市民 の立場で、

きめこまやかな対応を行いました。 
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 (5)情報提供・情報交換 

①概要 

 行政が、ＮＰＯから協働事業の提案を受けたり、都民ニーズや協働

事業に関する意見を聞いたりする協働形態です。 

 

②協働の効果 

・双方が持っている情報を提供し合うことにより、情報収集の効率化、

情報の共有化が図られる。 

・問題認識を共有化し合うことにより、新しい政策の形成と事業展開が

可能となる。 

 

③留意点 

・ＮＰＯと行政がお互いの立場を尊重し、建設的な意見交換を行う。 

・行政とＮＰＯとの信頼関係を構築するようにする。 

・対等な立場による議論を行う。 

・ＮＰＯから出された意見を事業に反映する。 

 

 

◎鶴見川の整備に伴う意見交換会（情報提供・情報交換） 

建設局南多摩東部建設事務所 

自然環境豊かな町田市を流れる鶴見川について、地域に親しまれ

る河川整備を行うため、関係自治体と地域の市民団体が集まり、意

見交換を行っています。 

 

 

 

２ その他の協働形態の検討 

 より高いレベルの事業成果を得るために、前述した形態にとらわれず、

それぞれの事業に最もふさわしい形態を検討し導入することも必要です。 

 

 

３ 協働をしやすい環境づくりのための支援 

 共催や事業協力のような協働の形態では、役割分担を明確にし、必要

な場合には、都が協働事業を行うための機材や場などを提供することや

ボランティアルームを整備するなど、さまざまな形で、協働をしやすい

環境をつくることも必要です。 
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第３ 協働相手の選定 

 

１ 事業場面に応じた協働相手の選定 

 協働事業の検討や実施の場面により、協働の相手は異なる場合があり

ます。事業の検討段階では、都民ニーズを十分に把握し、事業の企画能

力のあるＮＰＯを選定することが望ましいといえます。 

 一方、実施段階では、円滑な実施という観点から、事業遂行能力のあ

る相手を選定することが必要です。 

 

 

 

２ 公平性の確保と情報公開 

 社会的に信頼のおける相手と効果的な協働を行うには、情報公開や組

織運営・経理の適正性、活動実績等の客観的基準による協働相手の選定

などにより、協働事業における公平性を確保する必要があります。 

 そのためには、協働の相手先の選定基準や選定方法、協働事業の内容

を公開するなど、協働事業をより開かれたものにしていく必要がありま

す。 

 また、依存関係や既得権益化を避けるには、協働相手を含めた事業の

見直しを絶えず行うことが大切になります。そのため、事業目標・役割

分担・責任・事業期間等を明確にし、協働相手や協働事業の内容を見直

すことを協働の相手先に予め確認しておくようにします。 

 

 

☆広く協働相手を募ることが大切です 

 協働形態が事業協力であれ、委託であれ、協働相手となるＮＰＯ

は広く募る必要があります。 

 ＮＰＯの活動内容や財政規模は様々で、その実態の把握が困難な

ことから、いままで繋がりがあった団体としか協働しないというこ

とになりがちです。 

 しかし、そのような“閉じられた協働”では、特定の団体の既得

権益化につながったり、優れた活動実績のあるＮＰＯの新規参入を

阻害したりすることになってしまい、効果的な協働とはなりません。 

 このようなことを回避するためには、協働の相手先の選定基準や

選定方法、協働事業の内容をインターネット等で公開するなど、協

働事業をより開かれたものにしていく必要があります。 
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３ 適切な協働相手の選定 

 ＮＰＯは、様々な組織規模で多様な活動を行っていることがその特徴

のひとつです。ＮＰＯ法人の年間の財政規模は数万円から十数億円と幅

が広く、事業遂行能力、活動実績、運営状況など多種・多様な法人が存

在しています。 

 協働の相手を具体的に決定する際には、数多くのＮＰＯの中から活動

実績を検討して絞り込むことが有効です。その上で、事業遂行能力や財

政状況などを検討し、協働事業を着実に進め質の高いサービスが提供で

きる団体を選定していく必要があります。 

 

 

４ 選定の際の留意点 

①事業遂行能力の確認 

 ＮＰＯの実態は、規模、組織力、経験、運営状況など様々であり、そ

の事業遂行能力も千差万別です。このため、活動に関する情報収集に努

め、協働事業を確実に実施できる団体を選定することが重要です。 

 

②事業目的の共有化 

 ＮＰＯは、幅広い分野で、多様な理念・使命に基づいて主体的に活動

しています。協働するときは、協働の相手となる団体と事業目的が共有

できるかどうかが重要です。 

 

③目的達成のための相互協力の意志 

 行政とＮＰＯが、共有化された事業目的の達成のために、相互に協力

する意志があることが重要です。 

 

④事業における責任 

 行政とＮＰＯそれぞれが、都民に対して責任を持って協働事業を進め

ることが重要です。 
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 以下は、選定の基準となる項目を例示したものです。個々の事業の性質等に

応じて、これらの中から適当と思われる項目を採用してください。 

 
 

協働相手の選定基準（例） 
 
○活動実績（過去２年間） 

（ＮＰＯ法人の認証に際しては、活動実績は一切問わず、書類のみで審査されます。そのため、ＮＰＯ

法人との協働を考える場合、公益的な活動を着実に行っているかなど、活動実績を見て判断することが

必要となります。） 

 

○ＮＰＯ法人としての法に基づく義務の遂行 

・適切な内容の事業報告書等の提出 

・納めるべき税金（国税、地方税）の納付 

・必要な書類の作成 

 

○活動内容 

・協働対象事業と共通する事業実施経験の有無（ノウハウ、専門性等） 

・行政目的と一致する公益性のある活動内容 

・財政状況にあった活動実績 

・受益者数 

 

○事業の実施能力 

 ・年間を通じた継続的・安定的な事業実施 

・事業計画の人員・事業経費等の妥当性（今までの実績との比較） 

・行政との協働事業経験の有無 

 

○財政状況 

・適切な経理（適切な帳簿、監査など） 

・収支の健全性 

・収益事業費の妥当性 

 （総事業費に占める本来事業費の割合 ex.認定ＮＰＯ法人の場合 80%） 

・財政的な裏付けのある協働事業計画の策定 

 

○団体運営の透明性 

・事業報告書、経理状況等の積極的な公開 

（収入源、取引、報酬・給与、寄付の募集等に関する事項などの適切な 

情報公開） 

・自己評価又は第三者評価の実施の有無 
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○団体運営の安定性 

・寄付金等の幅広い募集など、安定的な収入の確保 

 

○会員数・事務局体制 

・多くの会員による支援 

・会員の偏向の有無（企業、特定団体など） 

・事業を十分に行うことができる事務局体制の整備 

 

○その他基本的事項 

・ＮＰＯ法などの法律を逸脱した活動の有無（苦情・指導の有無） 

・宗教・政治活動の実施の有無 

・特定の個人・団体との過度なつながりの有無 

（営利法人、宗教・政治団体への寄付・助成を行わない、法人の構成員、 

寄附者又はその親族に特別の利益を与えない） 

 

 

 

※ＮＰＯ法に基づく閲覧制度の利用 

東京都認証及び東京都に事務所を持つ内閣府認証のＮＰＯ法人について

は、生活文化局都民協働部市民活動推進課で次の書類を閲覧できます。 

 

閲覧書類 

事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、前年に報酬

を受けたことのある役員の氏名を記載した書面、10 人以上の社員の氏名及

び住所居所を記載した書面、定款、登記簿謄本の写し 
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参 考 提案方式によって事業内容と協働相手を決める場合の手順（一例） 

 

① 対象事業の決定 

 協働になじむ事業であることが条件となります。 

 ＮＰＯから自由な発想による企画がなされるように、事業概要はできる限

り骨格的なものにしておきます。 

 

② 応募資格の決定 

 ＮＰＯを公募する場合、必要に応じて応募資格要件を定めておきます。 

 例えば以下のような要件が考えられます。 

応募資格（案） 

・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）または社会貢献活動を行う任意

団体であること。 

・対象事業と共通する事業を行った経験があること。 

・都内に事務所を有し、都内で活動していること。 

・活動実績が２年以上あること（任意団体時の活動実績も含む）。 

・宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

・特定の公職者（候補者を含む）、または政党を推薦、支持、反対す

ることを目的とした団体でないこと。      など 

 

③ 審査員の選定 

 審査員は、対象事業の内容によって異なりますが、行政、学識経験者、ＮＰＯ

関係者等をバランス良く選定し、審査の公平性を確保することが必要です。 

 

④ 募集要項の作成 

 以下のような事項について募集要項で定め、希望団体に配布します。その

際、ＮＰＯが事業趣旨や契約方法をよく理解した上で参加できるよう、わか

りやすい言葉を使うようにします。 

 

募集要項で定める事項（案） 

・事業趣旨 

・応募資格 

・委託額 

・事業の実施期間 

・審査基準 

・応募方法（提出書類、応募締め切り） 

・応募から決定までのスケジュール 

・契約方法                 など 
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⑤ 公募方法 

 インターネット・広報紙の活用や応募説明会の開催により公募し、多くの

ＮＰＯに参入機会を確保するよう努めます。 

 また、中間支援組織の協力を得て、対象事業の分野で活躍しているＮＰＯ

を推薦してもらい、コンペに参加してもらう方法も考えられます。 

 その際、審査の公平性・透明性を確保するため、審査基準や審査方法を公

開するようにします。 

 

⑥ 提出書類 

 提出書類は、事業企画書（事業に必要な経費の見積を含む）の他に、団体

の定款や名簿、２年分の事業報告書、収支計算書・貸借対照表又は財産目録

などを添付してもらい、団体の事業遂行能力も確認します。 

 

⑦ 審査 

 審査には、書面審査や公開審査（プレゼンテーションなど）があります。 

 どちらか一方のみで選定する場合もあれば、第一次審査は書面で行い、第

二次審査でプレゼンテーションによる採点を行って、団体を選定する方法も

あります。 

 審査基準としては以下のようなものが考えられます。 

 

審査基準（案） 

・応募資格要件を満たしているか 

・団体の組織体制や運営能力の確認 

・事業趣旨と企画が合っているか 

・ＮＰＯの特性を活かした企画になっているか（専門性や地域性など） 

・企画に新規性があるか（既存事業との類似点と相違点） 

・事業目的の達成に効果的な企画になっているか 

・他のＮＰＯや都民への波及効果が期待できるか 

・企画の実行性は十分か（取組手法、人的資源の有無、活動実績等） 

・予算の積算は妥当か（積算根拠、金額等） 

・プレゼンテーションによる事業のＰＲ度     など 
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第４ 協働事業の評価とフィードバック 

 

１ 事業実施後の評価 

 協働事業実施後においては、具体的なサービス内容に関する目標を達

成できたかなど、「協働事業評価チェックシート（平成 14 年度作成予定）」

などを利用して評価します。事業実施の担当部署とＮＰＯが意見交換を

行い、その評価結果を次の事業に反映させていきます。 

 

 

２ 評価の視点 

 一般的な事務事業の評価項目に加え、協働の評価項目には、ＮＰＯの

特性を活かせたか、協働形態や協働相手の選定は適切だったかなどの項

目を入れていきます。 

 特に、同一団体との協働が継続して行われる場合、互いの依存感の高

まりにより団体の自主性・自発性を損なったり、特定の団体の既得権益

化を招いたりするなどの弊害が生じやすくなります。こうした弊害を防

止するよう、協働事業が効率的・効果的だったかなどの視点で評価をし

ていきます。 

 

 

３ 評価結果の活用 

 評価の結果、課題があることが明らかになった場合は、次の協働事業

の検討・実施の場面で改善しなければなりません。 

 総合的な視点からの評価を行い、その結果に基づき、協働事業や協働

相手を見直すことが必要です。 

 

 

◎ＮＰＯ評価システム研究事業 

三重県 

 全 国 ５ つ の イ ン タ ー ミ デ ィ ア リ ー Ｎ Ｐ Ｏ と 環 境 省 の パ ー ト ナ ー

シップ機関と三重県で、プロジェクトチーム「評価システム研究会」

を立ち上げ、協働でＮＰＯ評価システムの開発を行っています。 

 「評価システム研究会」は、ＮＰＯと行政の協働評価・ＮＰＯ組

織評価・事業評価について、研究をしています。 
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「協働事業評価チェックシート」に想定される評価項目 

 

・目標設定の妥当性 

・協働という手法を採用したことの適否 

・採用した協働形態の妥当性 

・ＮＰＯの持つ特性の発揮度 

・協働相手の妥当性 

・情報交換など意思疎通度 

・目標達成度 

・費用対効果 

・その他 
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第５章 市民活動担当総合窓口の取り組み 

 

１ 協働を全庁的に推進していく体制の整備 

 各部署で協働を着実に進めるには、全庁的に協働を推進していく仕組

みが必要となります。生活文化局都民協働部市民活動推進課に、市民活

動に関する総合的な窓口（総合窓口）を設置するとともに、各局と協力・

連携しながら、協働事業を推進していきます。 

 

 

 

協働の推進体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ
中間支援組織 

（東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ 
市民活動ｾﾝﾀｰ等） 

東京都 

総合窓口 

（生活文化局） 

協力・連携 

都    民 

情
報
の
提
供
・
公
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サ
ー
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ス
提
供 

情報の共有化 

参
加 

参
加 

 専門情報の集積 共通情報の集積

事業実施局 

協

働
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２ 協働を推進するための取り組み 

 全庁的に協働事業を推進していくために、総合窓口では、「協働の推進

プラン」に基づき、以下のような事業に取り組みます。 

 

 

(1) 以下のような情報を提供します。 

① 東京都知事認証ＮＰＯ法人に関する情報 

・認証ＮＰＯ法人一覧 

・分野別ＮＰＯ法人一覧 

・個々のＮＰＯ法人の閲覧書類 

② 都庁内協働事業実施状況調査結果 

③ 都内市民活動団体の基礎データ 

④ 協働意向のあるＮＰＯの情報 

⑤ 他の自治体における協働事例 

 

 その他にも、インターネットやＴＡＩＭＳを活用して、ＮＰＯや協働

に関する情報を収集し、庁内に提供していきます。 

 

 

(2) 職員向けに協働に関する公開講座を実施します。 

 

 

(3) ＮＰＯ法人や協働に関する相談に応じます。 
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第６章 協働の理解促進に向けて 

 

 東京都の協働がまだ十分に進んでいない理由の一つとして、行政・ＮＰＯ

双方の情報不足により、お互いの理解が進んでいないことが考えられます。 

 協働を進めるためには、職員がＮＰＯや協働についての理解を深めること

が不可欠です。また、ＮＰＯに、行政の考え方や事業の進め方などを理解し

てもらうことも大切です。 

 

 前章までは、社会貢献活動に関する基礎知識と具体的な協働の進め方につ

いて記述してきましたが、ここでは、ＮＰＯと関わっていく上での留意点に

ついて説明します。 

 

（ＮＰＯは多様であることを知る） 

 ＮＰＯの活動分野、財政・組織の規模、活動実績、事業遂行能力などは様々

です。また、全ての団体が行政との協働を望んでいるわけではなく、行政と

一定の距離を置く団体もあれば、必要以上に行政との関係を望む団体なども

あり、全てのＮＰＯが協働の相手になりうるわけではないということをよく

認識しておく必要があります（コラム７ページ参照）。 

 

（ＮＰＯの特性を知る） 

 ＮＰＯの特性として、自発性・先駆性・多様性・専門性・機敏性・地域性・

国際性などがあり、それらを理解することが大切です（社会貢献活動団体の

特性 14 ページ）。 

 

（「協働」のきっかけ） 

 行政とＮＰＯとの関係には、支援や協働などがあります。そのきっかけと

して、行政からＮＰＯへ積極的に働きかける場合やＮＰＯ側から協働を提案

したり支援を要請したりする場合があります。 

 ＮＰＯとの接点は、最初は意見や考え方の衝突や対立、あるいは都への要

求から始まる場合もあります。都とＮＰＯは、立場が異なることから、最初

はあつれきが生じる場合もあります。 

 しかし、「協働」のきっかけは、このような緊張関係が始まりになることも

少なくありません。相手との出会いを、「協働」が必要な場面でどう発展でき

るかが重要です。 

 

（言葉の壁を克服する） 

 行政とＮＰＯはお互いの行動原理や考え方が異なるため、相手の言うこと

がわからなかったり、相手にこちらの言っていることが理解してもらえない

ということがあります。不要な行政用語は用いず、行政用語を使う必要があ

る場合には、相手に理解してもらえるよう説明することが大切です。 
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（常識はひとつとは限らない） 

 立場が異なるのであれば、発想が違うのは当たり前であり、その違いを互

いに理解し、乗り越え、とらわれずに都民にとってより良いものを見つける

努力が必要です。職員が行政の考え方に立つのは当然ですが、市民の発想を

理解することは必須です。 

 

（協働になじむ事業） 

 行政には守備領域があり、社会が抱える課題は行政だけでは解決できませ

ん。 

 しかし、それらの中には、行政とＮＰＯが協力することで、解決できる課

題もあります。 

 例えば、公共施設におけるサービス事業のように、都民の生活に直接的な

関わりがあり、機敏性や先駆性、専門性などの特性を活かすことができるよ

うな事業は、協働に適していると言えるでしょう。反対に、ＮＰＯの特性を

活かすことができない事業についてまで、無理に協働を進める必要はありま

せん。 

 行政とＮＰＯでは、それぞれの得意とするところがあり、お互いの良さを

尊重しながら一緒に取り組んだ方が良い結果を生むことがある、というとこ

ろに「協働」の意義があります。 

 

（相手方となるＮＰＯが存在しない場合には） 

 協働になじむ事業であっても、その協働の相手方となるＮＰＯが存在しな

い場合もあります。そのような場合にまで、無理に協働する必要ありません。

このような場合は、その分野で活躍するＮＰＯが出現してから、協働につい

て検討すべきです。また、そのために、行政が主導して新たにＮＰＯをつく

ることもありません。 

 

（協働への取り組み姿勢） 

 協働は全てを解決する万能薬ではありませんが、協働することで課題が解

決する場合やより都民ニーズにあったサービスを提供できる場合があるので

あれば、積極的に検討すべきです。ひとつひとつの過程を大事にして、ＮＰＯ

との関係づくりをしていくことが、ＮＰＯと行政との相互理解を深めること

になります。 

 また、協働の経験を持った都職員やＮＰＯが増えることで、都の中でも協

働に対する意識や考え方が変化してくるものと考えられます。 
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第７章 協 働 Ｑ ＆ Ａ  ―ＮＰＯや協働を理解するために 

 

（（ＮＮＰＰＯＯににつついいてて））  

 

Ｑ１ ＮＰＯとは何のことですか？ 

Ａ１ ＮＰＯは民間の非営利組織のことです。 

 ＮＰＯ（Nonprofit Organization）とは、民間の非営利組織のことで、福祉や

環境、国際協力、人権問題などの社会的な課題に、市民が主体的に取り組んでい

る組織を指します。 

 一般的に使われているＮＰＯの範囲は、狭義から広義まで４つに大別できます。 

・最狭義の使われ方では、①ＮＰＯ法人のみと考えます。 

・日本で多く使われるＮＰＯの範囲は、①に加え、②法人格を持たない市民活

動団体やボランティア団体を含むものです。 

・アメリカで一般に使われる範囲は、①②に加えて、③社団や財団、医療法人

等も含めたものです。アメリカでは、ＮＰＯがＧＤＰの約７％を占めるとい

われますが、その場合、私立病院や私立学校も含まれていることに注意しな

ければなりません。 

・最広義の意味では、労働団体や協同組合など、営利ではない団体をすべて含

めます。 

 このように、ＮＰＯの範囲については、国内でも海外でも使われ方は統一され

ておらず、ＮＰＯの概念がわかりにくくなっていることは否めません。このマニ

ュアルでは、①②の範囲をとっています。 

 

ＮＰＯに含まれる団体の種類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※まれに地縁組織である町内会や自治会をＮＰＯに含めるときがある。 
参考：平成 12 年版国民生活白書（経済企画庁編） 
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Ｑ２ なぜＮＰＯが注目されるようになったのでしょうか？ 

Ａ２ 阪神・淡路大震災において、その活動が注目されました。また、平成 10

年に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が成立したことも、大きな理由

のひとつです。 

行政・企業とは異なる新しいサービスの提供主体として、その活躍が

期待されています。 

ＮＰＯやボランティアなどの社会貢献活動が注目されるようになった理由とし

て、以下のようなことがあるとされています。 

・“社会のために何かしたい”、“社会に参加していたい”という人びとが増加。 

・行政・企業だけでは対応できない多様なニーズに応える主体として、ボラン

ティアやＮＰＯの活躍に期待が集まっている。 

・阪神・淡路大震災においてボランティアやＮＰＯが活躍。 

・平成 10 年に「特定非営利活動促進法」が施行。 

などがあります（１ページ参照）。 

 

Ｑ３ ＮＰＯとＮＧＯは、どこが違うのですか？ 

Ａ３ 非営利性と非政府性のどちらを強調しているかの違いで、ほぼ同じ意味

で使われますが、国際協力系の団体をＮＧＯと言うことが多いようです。 

 Ｎ Ｐ Ｏ （ Nonprofit Organization ） は 「 民 間 非 営 利 組 織 」、 Ｎ Ｇ Ｏ

（Non-Governmental Organization）は、「非政府組織」と訳されます。この二つ

はほぼ同じ意味ですが、ＮＧＯは国連憲章で使われている言葉で、国際協力など

地球規模の問題に取り組む組織を指す場合に使われることが多いようです。  

 

（（ＮＮＰＰＯＯ法法人人ににつついいてて））  

 

Ｑ４ ＮＰＯ法はどういう法律ですか？ 

Ａ４ 民間の非営利組織が、団体として契約や登記ができるように、法人格を

付与することを定めた法律です。 

 今まで民間の非営利組織は、法人格を取得することが困難だったため、団体名

で契約できないなど活動する上で不都合が生じていました。 

 このような団体が法人格を取得できることを定めた法律が、「特定非営利活動

促進法（ＮＰＯ法）」です。 

法人格を取得するには、法で定められた「特定非営利活動」を行うことなど、

いくつかの要件があります（10 ページ参照）。 

 

Ｑ５ ＮＰＯ法人はどんな活動をしているのですか？ 

Ａ５ ＮＰＯ法で定められた 12 分野について、「不特定多数の利益」のために

活動していますが、その活動内容はさまざまです。 

 ＮＰＯ法では、保健・医療・福祉や社会教育、環境保全など 12 の活動分野が特

定非営利活動として定められていますが、ＮＰＯ法人が取り組んでいる具体的な
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活動の内容はさまざまです（「資料１」56 ページ参照）。 

 また、非営利とは、剰余金を社員に分配するのではなく、新たな事業を行うた

めに使うことです。 

  

Ｑ６ ＮＰＯの法人格を持っていない任意団体なのに、ＮＰＯと名乗っている

団体がありますが・・・？ 

Ａ６ 「ＮＰＯ」は法人格の有無を問わず使うことができます。 

Ｑ１で記載したように、ＮＰＯの使い方は人によって異なります。したがって、

任意団体でもＮＰＯということはかまいません。 

しかし、「ＮＰＯ法人」という名称は、ＮＰＯ法に基づいた法人格を得た団体

だけしか使用できません。 

 

Ｑ７ ＮＰＯ法人は都知事が認証しているから、信用できますよね？ 

Ａ７ ＮＰＯ法人制度は、団体の実績や財政規模を問わず、提出された書面の

みで審査する制度なので、要件を満たしていれば認証されます。したが

って、行政が団体に対してお墨付きを与える制度ではありません。 

ＮＰＯ法では、所轄庁は、書面により審査を行い、団体が認証の基準を満たし

ているときは必ず認証しなければなりせん。 

 また、団体の資産や活動実績を要件としていないことから、実績のない団体で

あっても容易に法人格を取得できます。 

 これは、ＮＰＯ法人の活動は、行政による監督よりも、市民によってチェック

されることが望ましいという考えに立っているためです。そこで、ＮＰＯ法では

法人の情報公開を義務づけています。 

 これらのことからわかるように、この法人制度は、所轄庁が「お墨付き」を与

えるというものではありません。個々のＮＰＯ法人の信用は、法人の活動実績、

情報公開等により、自らが築き上げることになります。 

 

（（ＮＮＰＰＯＯのの非非営営利利性性ににつついいてて））  

 

Ｑ８ ボランティアとＮＰＯはどこが違いますか？ 

Ａ８ ボランティアは個人、ＮＰＯは団体のことです。また、「ＮＰＯ＝ボラ

ンティアの集まり」ではありません。 

 社会貢献活動の担い手として、ボランティアやＮＰＯがあります。ボランティ

アは社会貢献活動を行う個人のことであり、ＮＰＯは継続的に社会貢献活動を行

う団体のことを指します。 

 ＮＰＯの場合、実際は活動の担い手としてボランティアが重要な役割を果たし

ています。しかし、必ずしもボランティアが参加している必要はありません。 

 これまで、ボランティア団体を含むＮＰＯは、任意団体がほとんどでしたが、

ＮＰＯ法の施行によって、新たにＮＰＯ法人が社会貢献活動の担い手として登場

しました。 
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Ｑ９ ＮＰＯで働いている人は、ボランティアですよね？ 

Ａ９ ＮＰＯ＝ボランティア団体ではありません。ＮＰＯが専門的・継続的な

活動をするには、有給職員が必要となる場合があります。 

 ボランティアとＮＰＯを混同している例として、“ＮＰＯの職員はボランティ

アだから、給料をもらうのはおかしい”といった誤解があります。行政がＮＰＯ

に事業を委託する際にも、「ＮＰＯは全てボランティアの集まり」と誤解して、

「無報酬で活動するのだから人件費は必要ない」と考えてしまうケースが見られ

ます 

 ＮＰＯが継続的に質の高い事業を行っていくためには、専門知識や活動経験を

持った職員が必要となります。こうした職員を雇用した場合に、ＮＰＯが給料を

支払うのは当然のことです。今後、ＮＰＯが事業主体として力をつけ、継続的に

専門的な活動を行っていくには、専門知識を持つＮＰＯ職員の存在が不可欠と言

えるでしょう。 

 

Ｑ10 ＮＰＯは非営利組織なのに、有償でサービスを提供していいのですか？ 

Ａ10 非営利と無償はちがいます。ＮＰＯが有償でサービスを提供することも

あります。 

 「非営利」とは、「無償」で事業活動を行うことではなく、利益（剰余金）を

団体の構成員間で分配しないことを意味しています。 

 したがって、ＮＰＯが有償でサービスを提供したり、金銭のやりとりを伴う事

業を行ったり、有給のスタッフを擁したりすることは一般的です。 

 ＮＰＯが継続的に専門的な活動をするためには、少なくとも組織の形態をとり、

事務所や専任スタッフを持つことが必要となることから、運営費や人件費などの

経費を得るための有償活動が大切になってきます。有料のシンポジウム開催や、

本や物品の販売、有料サービスの提供など、いろいろな形の有償活動があります。

そこで得た収入は、非営利活動や専任スタッフへの給料等に使われますが、構成

員（役員・会員等）間で分配することはできません。 

  

  

  

（（協協働働のの意意味味とと必必要要性性ににつついいてて））  

 

Ｑ11 協働って最近よく耳にしますが、何のことですか？ 

Ａ11 行政とＮＰＯが互いの立場を尊重して、同じ目的を持って、連携・協力

することです。 

 東京都では、行政とＮＰＯとの協働は、「相互の立場や特性を認め、共通する課

題の解決や社会的目的の実現に向け、サービスを提供するなどの協力関係」とし

ています。 
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Ｑ12 なぜＮＰＯと協働しなくてはならないのでしょうか？ 

Ａ12 ＮＰＯの地域性や柔軟性、専門性などの特性を活かした協働をすること

で、都民ニーズにより対応した行政サービスを提供できる場合がありま

す。 

都民に直接的な関わりがある行政サービスなどにおいて、ＮＰＯと協働し、そ

の専門性や柔軟性、機敏性などの特性を活かすことで、より利用者のニーズに沿

ったサービスの提供が可能となる場合があります。また、協働は、事業のあり方

や職員の意識などに関し、行政の体質改善につながる契機ともなります。 

 

Ｑ13 どんな事業であっても、協働しなければならないのでしょうか？ 

Ａ13 ＮＰＯの特性を活かすことによって、都民サービスの充実につながるか

どうかを、まず検討する必要があります。 

協働は事業を進めるための手法のひとつです。行政が行わなければならない事

業のうち、ＮＰＯの特性を活かすことで、より都民サービスが高まるものについ

て導入を考えるべきです。協働すること自体が行政の目的ではありません。 

 

（（協協働働のの実実施施ににつついいてて））  

 

Ｑ14 協働は、ＮＰＯに事業を委託することでしょうか？ 

Ａ14 委託だけが協働ではありません。共催や事業協力など、事業目的・内容

に最も適した協働形態を選択します。 

 「協働＝委託」と考えがちですが、協働には共催や実行委員会など、いくつか

の形態があり、事業目的や内容によって、ふさわしい協働形態も変わってきます。 

 また、委託を行う場合であっても、ＮＰＯが下請化しないよう、ＮＰＯのアイ

デアや意見を取り入れることのできるような形式を取り、ＮＰＯの特性を活かす

事業にすることが必要です。 

 

Ｑ15 ＮＰＯやボランティアが事業を行えば、大幅なコストダウンになります

ね？ 

Ａ15 協働は、“安上がりに事業を実施するために”行うのではありません。 

ＮＰＯがボランティアの力を活用しているため、結果として、経費が抑えられ

ることがあるにしても、協働はあくまで「ＮＰＯの特性を活かすことによるサー

ビスの向上」が目的です。 

したがって、“ＮＰＯがやるから人件費は必要ない”、“ＮＰＯがやるから経費

は行政がやるよりもずっと安くなるはずだ”、などの考えはやめましょう。 

このような行政職員の考え方が、ＮＰＯの行政に対する信頼を失わせ、効果的

な協働を阻害する要因にもなります。 

また、ＮＰＯの特性を活かすとは言えないような単なる下請け的事業は、協働

とは言えません。 
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Ｑ16 ＮＰＯの実態がよくわかりません。協働相手となるＮＰＯはどのように

探せばいいのでしょうか？ 

Ａ16 公開されているＮＰＯ法人の情報を積極的に活用することが大切です。

また、普段から、ＮＰＯの活動やＮＰＯからの意見に関心を持つことも

重要です。 

ＮＰＯの活動内容や事業遂行能力はさまざまで、その実態を把握するのは困難

ですが、ＮＰＯ法人については、情報公開が義務付けられているので、事業報告

書や収支予算書等から団体の活動実績を知ることができます。 

また、普段から仕事に関連する分野のＮＰＯの情報を収集したり、ＮＰＯから

の意見を取り入れたりすることも必要になってきます。 

生活文化局では、ＮＰＯ法人をはじめとする社会貢献活動団体の活動内容、活

動実績、財政規模、組織体制などの情報を提供していきます。 

また、東京ボランティア・市民活動センターにおいても、ＮＰＯやボランティ

アに関する情報を提供しています。 

 

Ｑ17 協働は、特定の団体の既得権益化につながりませんか？ 

Ａ17 特定団体の既得権益化を避けるため、協働する前に、協働事業自体の見

直しや協働相手の見直しを行うことを確認しておくようにします。 

 同一団体との協働を安易に継続すると、互いに依存感が高まって、事業の効果

的な展開を困難にしたり、さらには、特定の団体の既得権益化につながる恐れも

あります。そのため、協働事業を行う際は、協働相手を含めた事業の見直しを絶

えず行うことが大切です。 

 協働相手や協働事業の見直すためには、事前に、事業目標・役割分担・責任・

事業期間等について、相互に確認しておくことが必要です。 

 このような基本的な合意事項は、協定書として文書で確認することで、あいま

いな部分をはっきりさせ、後で問題が起こらないようにすることができます。 

 この協定に基づき、一定期間の協働の後、協働で得られた成果を互いに評価し合

い、目標達成の状況等を協議する中で、協働関係の維持あるいは見直し、または、

解消を判断していきます。 
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＜資料１＞ ＮＰＯ法人の活動事例 
 

活動分野 活  動  事  例 

保健、医療又は

福 祉 の 増 進 を

図る活動 

ホームヘルプ活動、ショートステイ、デイケア、家事援助サービス、老

人ホーム訪問、高齢者用食事の配達、介護保険受給申請相談、成年後見

人受任事業、リフト付き自動車無料貸出、福祉機器・介護用品等のリサ

イクル、搬送・移送サービス、ホームヘルパー講習、高齢者の歯科環境

改善、高齢者のライフプランづくり、高齢者の生きがいづくり、スコア

にこだわらない生きがいゴルフ、生活困窮者への物資支援、入浴サービ

ス、障害者の自立生活支援、エイズ予防コンサート、アルコール依存症

家族の交流、障害者の就労・雇用相談、障害者・高齢者パソコン学習会、

知的障害児者の合宿、脊髄損傷に関する教育・啓発、福祉犬の育成、チ

ャリティ指圧、非常時の経済支援、高齢者疑似体験研修、障害者を中心

とする合唱団の第九コンサート、障害者及び高齢者を中心とした競技会

の開催、院内感染・市中感染に関する情報提供、家屋内環境除菌作業、

障害者・高齢者への整体、盲導犬普及募金、骨髄バンク事業、太極拳、

献血事業、トラウマ（心的外傷）を持つ人のための電話相談、子育て支

援、介護犬の紹介、皮膚障害や皮膚変色のある人たちへのメディカルメ

イクアップ、生活寮、手話通訳士の派遣による聴覚障害者への緊急時の

対応、精神障害者共同作業所の設置・運営、難病支援、生前契約・葬送

支援・死後事務受託、アロマテラピー、路上生活者や生活困窮者に対す

る住居の提供、自殺防止のための電話相談、死別体験者の支援、断酒会

の開催、障害者・高齢者が利用しやすい旅館・ホテルのマップ作成、孤

児院の設立・運営、保育室の運営 

 

 

社 会 教 育 の 推

進を図る活動 

生涯学習、中高年のための英会話教室・パソコン教室、親子の野外活動、

研究助成、環境ボランティア体験、子どもたちのワークキャンプ、政策

討論会の開催、史跡・歴史見学会、多重債務者へのカウンセリング、留

学の相談・支援、ＩＴの普及、次世代の経営・社会リーダー育成、派遣

労働などの相談事業、自然農法の指導、不法・有害コンテンツの除去の

ための勧告、交通事故相談、高齢者への就労の場の紹介、失業者・失業

経験者の再就職及び起業のための支援、高齢者等の自分史づくり、消費

に関する相談、マナー啓蒙 

 

ま ち づ く り の

推 進 を 図 る 活

動 

市民版地区計画の作成、過疎における廃校の活用、地域の公園や緑道の

管理・運営、まちなみ保存活動、放置自転車防止啓蒙、コミュニティ放

送、コレクティブハウジングの計画・運営、コミュニティ活性化 

 

 

文化、芸術又は

ス ポ ー ツ の 振

興を図る活動 

合奏団、重度障害者スポーツ教室、美術工芸展の開催、郷土芸能・邦楽

祭典、演劇公演、図書贈呈運動、芸術家育成、剣道指導、親子の童話朗

読、映画制作の人材育成、文化財保存技術の研究開発、美術経済市場に

のらない芸術家の作品展覧会、お祭り参加事業、オペラ公演、舞台芸術

創造活動の推進 
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活動分野 活  動  事  例 

環 境 の 保 全 を

図る活動 

原子力に関する研究、建築廃棄物のリサイクル技術の研究、国内外緑化

推進、海洋域の生物・生態系調査、環境学習教材の制作、傷害野生生物

の救護と野生復帰、猫の繁殖制限と適正飼養、ゴミゼロ活動、植林活動、

牛乳パック回収、有機栽培農産物の認証、大気環境・廃棄物処理解決の

技術向上、東京の緑トラスト運動、河川敷の清掃、有機農業の普及、廃

油のリサイクル活動、非木材紙の普及、市民出資による自然エネルギー

発電所の建設と運営、持続可能なエネルギー政策に関する調査研究、野

生生物保全活動、環境教育用映像の制作、排気ガス対策、動物実験の実

態調査 

 

災害救援活動 災害救助活動、被災地への物資援助、遺体処理、災害情報データベース

の作成、救急法の講習、救助犬認定審査会、救助犬による災害捜索活動、

防災救援地図作製、耐震防災技術の研究開発 

 

地域安全活動 地域の災害ボランティア育成、河川地域の安全監視活動 

 

人 権 の 擁 護 又

は 平 和 の 推 進

を図る活動 

地雷除去支援、難民問題の講演会、同性愛者及び HIV 感染者・エイズ患

者に対する電話相談、対人地雷犠牲者への義足寄付 

 

 

国 際 協 力 の 活

動 

途上国への物資・教育・医療援助、国際協力のためのチャリティコンサ

ート、難民の子どもの保健・教育支援、開発教育、文化交流、日本語教

室、留学生支援、奨学金、青少年国際交流、ボランティア通訳研修、国

際会議参加、井戸掘り、スタディーツアー、海外の孤児救済養育、スラ

ム街医療援助、ホームステイ生の受入・派遣、日本伝統芸能紹介、文化・

芸術の交流を通じた日本と在日コリアンの友好親善活動、難民援護のた

めの救援募金活動、子どもの人身売買廃絶活動 

 

男 女 共 同 参 画

社 会 の 形 成 の

促 進 を 図 る 活

動 

女性のエンパワーメントに関する講習会、男女共同参画社会形成の促進

に関する情報の提供・交換、海外活動家受入、女性の生活環境充実のた

めの仲間づくり支援 

 

 

子 ど も の 健 全

育 成 を 図 る 活

動 

不登校・引きこもり等を体験した青少年のための寮運営、子育て相談、

子どものための体験学習、電話による親子相談室、子ども虐待に関する

電話相談、不登校児自立のためのデイケア、フリースクール、マタニテ

ィから育児プランニングのための講座、養子縁組の理解促進、地域住民

による教育プログラム 

 

以 上 の 活 動 を

行 う 団 体 の 運

営 又 は 活 動 に

関 す る 連 絡 助

言、又は援助の

活動 

ＮＰＯ創設・運営・人材育成に関する研修、企業・地方自治体へのＮＰＯ

関連プログラムの協力、ネットワーキングの促進、人材バンク登録、ボ

ランティア活動者への助言、市民オンブズパーソン活動、情報公開法の

活用、国際協力ＮＧＯ間のネットワークの推進、ボランティア・コーデ

ィネーター研修 
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＜資料２＞ 庁内協働事業例 

事例１ 玉川上水緑の保全事業 

①実施部署  
環境局自然環境部保全課 

 
②事業の概要  

 玉川上水緑の保全事業の推進に関する事項についての検討、情報交換を行うため、
区市、住民、都が協議会を設置・運営する。 
 そのもとに、地域の実情に応じた草木の手入れについて検討する会議を設け、手
入れの内容についての合意形成を図っている。 

 
③事業開始年  平成９年度 
 
④協働の形態  協議会 
 
⑤協働の相手  

区市関係住民代表、ＮＰＯ 46 団体 
 
⑥事業予算額  0 千円 
（うちＮＰＯに支出される経費）  （0 千円） 
 
⑦事業のきっかけ  

 玉川上水歴史環境保全地域指定時に、緑の保全計画を策定するために区市、住民、
都で構成する会議を設けたことによる。 

 
⑧役割分担  

・東京都…玉川上水の管理者及び協議会の事務局 
・ＮＰＯ…玉川上水の緑の保全に関する意見提出や軽作業への協力 

 
⑨協働の範囲  計画の段階から実施後の評価まで 
 
⑩協働の効果  

・玉川上水の樹木管理のあり方について、合意形成が図られ、管理が円滑に行える
ようになった。 

・住民団体同士の話し合いが行える場や機会ができた。 
 
⑪配慮した点  

 玉川上水は約 43 ㎞（内、玉川上水歴史環境保全地域指定延長約 30 ㎞）と延長が
長いので、全区間一律に対応することなく、地域の特性を活かせるよう取り組んで
いる。 

 
⑫課題  

 玉川上水の緑に対して抱く価値観は、人によって様々である。そのような状況の
もとで、樹木などの手入れをどのように行うかの合意形成を図るためには、関係者
間の話し合いが不可欠である。  

 
⑬今後事業を進めるにあたっての考え方・方針  

 今後は各地区の試行で検討した内容を日常管理に活かしてゆく。 
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事例２ 空堀川クリーンアップ作戦 

①実施部署  
北多摩北部建設事務所工事二課（建設局） 

 
②事業の概要  

 地元のＮＰＯが主催で多数のボランティアが参加し、年に２回程度、空堀川の清
掃を行う。 

 
③事業開始年  平成 10 年度 
 
④協働の形態 クリーンアップ作戦当日の物的・人的支援 
 
⑤協働の相手  

主催…特定非営利活動法人 空堀川に清流を取り戻す会 
協力…青葉町商店会、下堀自治会、美住一丁目第二自治会、川まつり実行委員会 
協賛…東京都北多摩北部建設事務所、東村山市役所建設部・環境部、 

森永乳業（株）東京多摩工場 
 
⑥事業予算額 軍手の支給・ゴミ処分等で年間８万円程度。 
      （東村山市役所でゴミ袋を提供） 
 
⑦事業のきっかけ  

 地元からの働きかけがあったため。 
 
⑧役割分担  

・東 京 都…当日参加し、集めたゴミを秋水園（処分場・市環境部）まで運搬。 
・東村山市…当日参加し、集めたゴミを秋水園（処分場・市環境部）まで運搬、処

理。 
・Ｎ Ｐ Ｏ…企画・当日の活動・後かたづけ等の事業全般 

 
⑨協働の範囲 実施の段階 
 
⑩協働の効果  

 ボランティアが金銭的に負担となる業務を、都が負担することにより、クリーン
アップ作戦が定期的に開催でき、一定の清掃効果をあげることができている。 

 
⑪配慮している点  

 ゴミの回収と処分を当日に実施している。日曜日は、ゴミの受け入れ先である秋
水園（処分場）は定休日であるが、東村山市役所の協力を得て特別にゴミの受け入
れをしている。 

 
⑫課題  

 今後も、多くの団体がバラバラに活動するのではなく、日時を決めて一斉に清掃
することにより、清掃効果とゴミの回収・運搬効率を維持していく。 

 
⑬今後事業を進めるにあたっての考え方・方針  

 このままＮＰＯ主導で、クリーンアップ作戦を続行してもらうよう、協働してい
く。 
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事例３ 東京都立芦花公園花の丘ボランティア 

 

①実施部署 

建設局東部公園緑地事務所事業推進課 

（財）東京都公園協会東部支社蘆花恒春園事務所 

 

②事業の概要 

 平成８年度に蘆花恒春園（芦花公園）の一部の用地買収が進み出したのを機に、

周辺商店街・住民から「花壇や花木を配した花いっぱいの公園に。花壇の管理は、

住民参加で。」との要望が出された。 

 平成 10・11 年度には、1900 ㎡の花壇を始め、要望内容を受け入れた整備を行った。

平成 10 年度は整備予定地に花壇を作り、11・12 年度は計画地に花壇を作り管理を行

っている。 

 東京都は、ＮＰＯ法人と協定を締結し、ＮＰＯ法人が花壇の種まきや清掃、花壇

管理への都民参加の受入等を行っている。 

 

③事業開始年 平成 10 年度 

 

④協働の形態  事業協力（協定） 

 

⑤協働の相手 

特定非営利活動法人 芦花公園花の丘友の会 

 

⑥事業予算額 ０千円 

（（財）東京都公園協会から花壇材料費等 300 千円の助成を受ける…平

成 13 年度） 

 

⑦事業のきっかけ 

・平成８年度に蘆花恒春園（芦花公園）の一部の用地買収が進み出したのを機に、

周辺商店街・住民から「花壇や花木を配した花いっぱいの公園に。花壇の管理は、

住民参加で。」との要望が出され、樹林公園の計画を変更し、「芦花公園花の丘計

画」を策定。 

・地域住民のグループとして、芦花公園花の丘友の会が結成。平成 11 年にはＮＰＯ

法人格を取得した。 

・平成 12 年には、協定書を締結し、ＮＰＯ法人と東部公園緑地事務所の役割分担等

を明確にしている。 

 

⑧役割分担 

・東京都…ＮＰＯ法人の活動に必要な情報及び施設を提供。 

・ＮＰＯ…花壇の種まきや清掃、花壇管理への都民参加の受入 
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⑨協働の範囲  計画の段階から実施の段階まで 

 

⑩協働の効果 

・花壇の管理に約 120 名のボランティア会員と近隣の４小学校の生徒が参加してい

る。 

・近隣のボランティアの手で管理されているため、地域の注目も高く、ボランティ

アが実施するイベントへの参加者も多くなるなど、公園利用の幅が広がった。 

 

⑪配慮している点 

 地元からの整備段階からの要望で始まった「花の丘」の計画が、引き続き、地元

住民主体で管理されていくように、東京都、公園協会及び友の会の３者の信頼関係

を高めている。 

 

⑫課題 

・「友の会」が自立して活動するために、財源の確保が必要である。 

・ボランティアへの支援方法の検討。引き続き花壇管理を行えるように、花壇材料

の支給等の助成方法を検討する必要がある。 

・ＮＰＯ法人資格を取得したが、組織的な運営面でまだ不十分に思われるので、事

務所として支援していく必要がある。 

 

⑬今後事業を進めるにあたっての考え方・方針 

 公園の計画段階から要望を取り入れて整備し、管理にも積極的に取り組むなど、

現状では協働の仕組みがうまく働いているが、今後も、継続して活動が進むよう、

東京都、公園協会及び友の会の連携を強めていく。 
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事例４ エイズ電話相談事業 

①実施部署  
衛生局医療福祉部感染症対策課エイズ対策係 

 
②事業の概要  

 平日の９時～21 時と土・日・祝日 14 時～17 時におけるエイズに関する電話相談
業務をＮＰＯ法人に委託している。 

 
③事業開始年  平成 11 年度 

 
④協働の形態  委託 

 
⑤協働の相手  

特定非営利活動法人 HIV と人権情報センター 
特定非営利活動法人 ぷれいす東京 

 
⑥事業予算額  18,429 千円 
（うちＮＰＯに支出される経費）   （18,429 千円） 
 
⑦事業のきっかけ  

 エイズ電話相談を、エイズ患者・感染者が置かれた様々な状況に合わせて、利用
しやすい体制とするため、ＮＰＯに協力依頼を行った。 

 
⑧役割分担  

・東京都…最新の医療情報等の提供、相談員への人材育成への支援、連絡会の実施 
・ＮＰＯ…エイズ電話相談の実施 
 

⑨協働の範囲  実施の段階のみ 
 

⑩協働の効果  
・平成 10 年度まで、平日の９時～17 時は直営、平日夜間（18 時～21 時）と休日（14

時～17 時）は委託で実施していたが、同一電話番号による受付、相談時間帯の中
断をなくすことにより、電話相談件数が伸びている。 

・ＮＰＯの持つ専門性や経験を活かし、都民ニーズにより合ったサービスが可能に
なった。 

・行政だけではできない柔軟性のあるサービスを提供できる。  
 

⑪配慮している点  
・相談員の人材育成への支援 
・委託先２団体間の情報の共有化、能力の均質化 
・最新の医療情報等の提供 
・プライバシー保護の徹底 
・相談者への情報提供の公平性・公正性の確保 
・受け入れ体制の整備 

東京エイズ電話相談連絡会の実施 
 平成 11 年４月から、相談事業のレベルアップを図るため、委託先２団体と
の情報交換、困難事例の対応等に関する連携等も行っている。 

 
⑫課題  

 人材の確保・育成等 
 

⑬今後事業を進めるにあたっての考え方・方針  
 引き続きプライバシーの保護に配慮しつつ、都民が気軽に安心して相談できる体
制を整備する。  
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事例５ 都民参加の森づくり事業 

①実施部署  
産業労働局農林水産部林務課 
（財）東京都農林水産振興財団森の事業課 

 
②事業の概要  

 森林に親しみたい、また、自分の手で森林をつくっていきたいという都民に対し、
保健保安林の一部を活用して、森づくりに参加できる場を設ける。 
 財団が、都民に呼びかけて、都民による植栽・下刈・つる切り等の森づくりを継
続して行うが、森づくり体験の指導をＮＰＯ法人に委託している。 

 
③事業開始年  平成 11 年度 
 
④協働の形態  委託 
 
⑤協働の相手  

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム 
 
⑥事業のきっかけ  

 平成 10 年３月に実施した「育林事業のあり方に関する都民の意向調査」により、
都民の森づくり体験への参加要望の強いことが確認できた。これを受け、都民参加
のための保健・保安林の積極的な活用とＮＰＯとの協働を目的に事業を開始した。 

 
⑦事業予算額  1,695 千円 
（うちＮＰＯに支出される経費）  （943 千円） 
 
⑧役割分担  

・東京都…森づくりに参加できる場の設定、広報誌などによる都民への呼びかけ 
・ＮＰＯ…森づくり体験の指導 

 
⑨協働の範囲 実施の段階のみ 
 
⑩協働の効果  

 実体験に基づく森づくりの指導や解説が行われ、好評であった。 
 
⑪配慮している点 

 可能な限り、ＮＰＯ法人が自らの裁量で動けるよう条件整備する。 
 
⑫課題  

 ＮＰＯのなかでも、経験や考え方で個人差が大きく、こちらの意図が正確に伝わ
らないことがある。 

 
⑬今度事業を進めるにあたっての考え方・方針  

 企画立案の段階から参画を求めていくことが理想であるが、将来計画など明確に
できないこともあり、その段階には至っていない。 
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事例６ 鶴見川の整備に伴う意見交換会 

①実施部署  

南多摩東部建設事務所工事課（建設局） 

 

②事業の概要  

 自然環境豊かな町田市を流れる鶴見川について、地域に親しまれる河川整備を行

うため、関係自治体と地域の市民団体が集まり、意見交換を行う。 

 

③事業開始年  平成７年度 

 

④協働の形態  情報提供・意見交換 

 

⑤協働の相手  

鶴見川源流ネットワーク（４市民団体で組織される） 

 

⑥事業予算額  ０千円 

（うちＮＰＯに支出される経費）  （０千円） 

 

⑦事業のきっかけ  

 流域の市民の要望を踏まえ、地域に密着した河川整備を行うことを目的として開

始された。 

 

⑧役割分担  

・東京都…意見交換の機会の提供、場の提供 

・ＮＰＯ…行政の計画づくりへの参加 

 

⑨協働の範囲  実施の段階から実施後の評価まで 

 

⑩協働の効果  

 ＮＰＯとの意見交換の結果を多自然型川づくりなどに活かしている。  
 

⑪配慮している点  

 できるだけ早い段階で意見交換を行い、結果を実際の河川整備に活かしている。  
 

⑫課題  

 清掃等ボランティア活動に対する行政支援の仕組み作りを行っていく必要がある。 

 

⑬今後事業を進めるにあたっての考え方・方針  

 一般市民も含めるなど、より幅広く意見交換を行う場について検討していく。
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ボランティアの参加・協力マニュアル  
 

 行政へのボランティアの参加・協力は、利用者ニーズに即した形で、きめ

細かく柔軟にサービスを行える点で優れています。 

また、自分の意欲や能力を社会の中で活かしたいと考えている都民に、活

躍の場を提供することにもなるので、ボランティアの参加・協力も推進する

ことが大切です。 

なお、ボランティアの参加・協力が、将来的にＮＰＯとの協働という形に

なっていく場合もあります。 

 

１ ボランティアの参加・協力の形態 

 個人のボランティアと行政の関わり方は、専門ボランティアと一般ボラ

ンティアとの２種類に分けることができます。 

 

(1)専門ボランティア 

 防災ボランティアなど、豊富な経験や専門性を発揮するための制度。

登録や委嘱という方式を取り入れることがあります。 

（東京都の専門ボランティア例） 

・防災に関する防災ボランティア 

・文化施設における語学ガイドボランティア 

 

◎東京都防災（語学）ボランティア 
生活文化局文化振興部 

震災等の大規模な災害時に、語学能力を活用して被災外国人等を
支援するために、一定以上の語学力を有する都民や外国人等を防災
（語学）ボランティアとして募集選考登録しています。 

 
◎東京都防災ボランティア（応急危険度判定員）の養成 

都市計画局建築指導部 
地震後、余震等による二次災害を防止するための被災建築物の応

急 危 険 度 判 定 を 実 施 す る 防 災 ボ ラ ン テ ィ ア の 養 成 等 を 行 っ て い ま
す。 

 
◎東京都防災ボランティア（被災宅地危険度判定士）の養成 

都市計画局開発計画部 
地震後、余震等による二次災害を防止するための被災宅地の宅地

危険度判定を実施する防災ボランティアの養成等を行います。 
 
◎東京消防庁災害時支援ボランティアの育成 

東京消防庁指導広報部 
震災時等に東京消防庁が行う活動のうち、応急救護活動をはじめ、

消火や救助活動の支援、災害情報の収集・提供等を消防隊と連携し
て活動するなど、ボランティアの持つ知識や技術を活かすとともに、
平常時からこの向上を推進しています。 
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(2)一般ボランティア 

 イベントや美術館・博物館・福祉施設などにおいて、行政サービスを

行う際に協力するボランティア。 

（東京都の一般ボランティア例） 

・都立病院におけるボランティア 

・イベントにおけるボランティア 

 

 

◎東京都江戸東京博物館ボランティア 

生活文化局文化振興部 

東京都江戸東京博物館本館では、日本人及び外国人向けに常設展

示室での展示ガイドや、団体来館者向けに施設概要、展示の見どこ

ろ紹介などの事前案内を行っています。 

また、分館であるたてもの園では、園内茅葺き屋根民家の囲炉裏

に火を入れ、煙の効果による茅葺き屋根の維持と囲炉裏端の情景再

現展示を行っています。また、団体ガイドと随時受付ガイドを行っ

ています。 

 

◎東京都緑のボランティア登録 

環境局自然環境部 

東京都における緑づくりについて、ボランティア活動を希望する

都民及び活動希望者を受け入れる活動団体の登録・紹介等を行って

います。 

 

◎都立公園ボランティア 

建設局公園緑地部 

都立公園を都民により開かれた場所とするため、都民との協働に

より新たな 魅力を持っ た公園づく りを推進し ていきます （「都立公

園ボランティアの設置・運営に関する要綱」）。 

 

◎大井ふ頭中央海浜公園「せせらぎの森」ボランティア 

         東京港防災事務所  

「都会の中 に昆虫の飛 び交う豊か な自然を」「子どもた ちが直に

触れることのできるビオトープの創成を」を目的に、自然観察会の

実施や、公園の維持管理作業（除草、清掃等）を行っています。 
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２ ボランティアの参加・協力の進め方 

 

進め方１ ボランティアの参加・協力は、その目的、ボランティアの特性等

を理解した上で導入する 

 

(1)ボランティアの参加・協力の目的の理解 

 ボランティアの参加・協力の目的は、無償の労働力として事業を安

上がりに行うことではなく、 

①ボランティアの特性を活かしたより良いサービスを提供していくため 

②ボランティア活動をしたいという都民のニーズに応えるため 

であることを理解した上で、導入を検討します。 

 

(2)ボランティアの特性の理解 

 ボランティアの特性には自主性・自発性・無償性・社会性・機敏性・

きめの細かさなどがあり、これらの特性を理解することが大切です。 

 

 

 

進め方２ 活動プログラムの検討段階から、ボランティアの参加を促進する 

 

 

 イベントの検討段階からの参加や、ボランティアの手による活動プロ

グラムの作成など、ボランティアが自主性をもって、事業に関われるよ

うにします。 

 

ボランティアの募集 

 ボランティアに対して以下のような事項を明確に示し、広報紙やインター

ネットなどを活用して広く募集するようにします。 

①事業名 
②活動目的 
③具体的な活動内容 
④活動に必要な技術・知識・資格 
⑤活動時間・活動期間（活動期間、頻度、１回あたりの時間） 
⑥活動の開始時期（終了時期） 
⑦活動場所 
⑧ボランティアの義務（活動報告など） 
⑨費用（交通費、ボランティア保険など） 
⑩留意点 
⑪担当部署 
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進め方３ 事業を進める際には、ボランティアとの意志疎通を図り、日常的

に連携する 

 

(1)意志疎通とコーディネート 

 事業を進める際には、ボランティアとの定期的な話し合いの場を持

ち、意見交換を通じてサービスの向上を図ることが必要です。 

 また、ボランティア側に、コーディネーターのような中心となる人

を選んでもらい、グループとして活動してもらうことも重要です。 

 

(2)日常の連携 

 登録ボランティア制度では、「指示待ち」状態に陥らず、常にボラン

ティアが自主性・自発性を発揮できるような環境づくりが求められま

す。 

 登録から実際に活動するまでの待機期間が長くなると、ボランティ

アとしての意欲が薄れがちになります。このため、ボランティアを対

象とする定期的な講習会を開催したり、ニュースレターを発行したり

するなど、日頃から連携をすることが大切です。  

 

☆行政サービスにおけるボランティアの位置づけ 

 ボランティアは、職員と役割分担しながら、能力や経験を十分に発

揮することによって、職員では提供できないサービスを提供するもの

です。 

また、ボランティアは、行政が気付かない問題点を発見する貴重な

存在でもあります。ボランティアの新鮮な発想や提言等をサービスに

積極的に活かす努力が必要になります。 

 

 

進め方４ ボランティアが活動しやすい環境整備を行う 

 

 

(1)ボランティアルームなどの確保 

 ボランティアルームの整備や活動に必要な用具の貸出を行うなど、

ボランティアが活動しやすい環境をつくることが大切です。 

 

☆ボランティアルーム 

 ボランティアルームは、ボランティアが業務の間に待機したり、休

憩したりするための部屋で、ボランティア同士が交流する場にもなり

ます。 

 例えば、恩賜上野動物園のボランティアルームは、園の事務棟に近

い独立した建物で、ボランティアが自由に休憩や打ち合わせ等に使用

できるようになっています。 
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(2)ボランティア保険への加入 

 活動中のボランティア自らの事故や損害に備え、ボランティア保険

に自己の負担で加入する必要があります。 

 

☆ボランティアの責 任 とボランティア保 険  

 行政は、常に事業の主催者として責任があります。一方、ボランテ

ィアは、ルールを守らなかったり、注意事項を無視したりしたことに

よって生じた事故・損害や、利用者の秘密保持をしないことなどのル

ール違反などに対しては、自らが責任を負うこともあります。 

 ボランティア活動中の事故には補償がなく、ボランティア側に過失

があれば、損害賠償を求められたり、訴訟の対象になる場合もありま

す。 

 行政がボランティアの参加・協力事業を行う場合は、ボランティア

に保険の加入を義務づけるなど、事業のリスク管理の一環としてボラ

ンティア保険を活用してください。 

 

 

 

 

進め方５ ボランティアとともに事業を見直し、今後の事業を改善する 

 

 

(1)事業の見直し 

 ＮＰＯとの協働と同様に、サービスの効果やボランティアの参加・

協力の内容を見直し、今後の事業改善に活かします。その際、ボラン

ティアの意見も十分踏まえることが大切です。 

 

(2)ボランティアの活動プログラムの見直し 

 ボランティアの意欲や能力が十分発揮できるよう、活動プログラム

を見直していきます。 
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進め方６ 事業の安定性・継続性を高めるために、ボランティア自らのグル

ープづくりを支援する 

 

 ボランティア自らが組織化し、行政とＮＰＯという関係になることに

よって、ボランティアの主体性が強まり、継続的・安定的に事業を行え

るようになります。そのため、場の提供など、ボランティア自らのグル

ープづくりを支援することも必要です｡ 

 

◎東京動物園ボランティア 

建設局 

「東京動物園ボランティアーズ」は都立動物園の積極的な利用者

の有志がボランティア組織を 1974 年に結成し、園内のガイドを中

心にした教育普及活動を実施し、さらにはメンバーの募集までを主

体的に行っています。動物園側とボランティアとの協働により新た

な魅力を持った動物園づくりが進められています。 

 

 

 

参 考 ボランティアの受け入れ要綱の一例 
 

東京都○○館ボランティア要綱 

（目的） 

第１ 東京都○○館のボランティアとして○○活動に参加し、当館の教育事業をより一層充実させ、

かつ活性化させることを目的とする。 

（活動） 

第２ 当館と観覧者との架け橋として、常設展示の作品解説及び団体観覧者へのオリエンテーショ

ン等を行う。 

（対象） 

第３ ボランティアの対象者は次のとおりとする。 

(1)18 歳以上（高校生を除く。）の都民であること。 

(2)○○に興味があり、かつボランティアとして積極的に活動する意欲があること。 

(3)月に２日から３日程度活動できること。 

(4)当館が実施する研修に参加できること。 

（選考） 

第４ 第３に該当する者を公募して、応募した者の中から当館が選考する。 

（登録） 

第５ 第４により選考した者を研修し、研修を終了した者をボランティアとして登録し、活動して

もらう。登録者数は○名程度とする。 

（登録期間） 

第６ 第５による登録期間は１年とする。ただし再登録は妨げないものとする。 

（報酬等） 

第７ 第５により活動してもらうボランティアの報酬等は全て無償とする。 

ただし、活動中の事故等を考慮して、ボランティア保険料を館が負担する。 

第８ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館が定める。 

附則 

第３(1)でいう都民とは、都内在住・在勤・在学者をいう。 

この要綱は平成○年○月○日から施行する。 
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